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令和２年第１回大木町議会定例会会議録（第２号） 

１．招集年月日   令和２年３月５日（木）  午前９時３０分開議 

 

２．招集場所    大木町役場議会議場 

 

３．出席議員  １番  馬 場 高 志   ８番  菰 方 英 二 

        ２番  野 口 裕 子   ９番  德 永 伸 行 

        ３番  原 田   勝  １０番  古 賀 知 文 

        ５番  古 賀 靖 子  １１番  小 畠 裕 司 

        ６番  北 島 好 昭  １２番  中 島 宗 昭 

        ７番  益 田 隆 一  １３番  中 島 和 正 

 

４．欠席議員  なし 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 境   公 雄 こども未来課長 内 藤 智 之 

副 町 長 益 田 富 啓 健 康 課 長 田 中 美和子 

教 育 長 北 原 孝 德 福 祉 課 長 池 末 行 成 

総 務 課 長 境   克 浩 産業振興課長 広 松 栄 冶 

企 画 課 長 北 島 克 彦 建設水道課長 川 村 九州生 

会 計 課 長 的 場 哲 也 環 境 課 長 中 村 和 也 

税務町民課長 杉   康 則 
学校教育課長 
兼生涯学習課長 野 田 昌 志 

 

６．本会議に職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  山口 龍也 

 

７．議案の題目 

 

①令和２年度大木町一般会計予算について 

②令和２年度大木町国民健康保険特別会計予算について 

③令和２年度大木町後期高齢者医療特別会計予算について 

④令和２年度大木町水道事業会計予算について 

⑤町道の路線の廃止について 

⑥大木町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

⑦大木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する 
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条例の制定について 

⑧人権擁護委員候補者の推薦について 

⑨大木町選挙管理委員会委員の選挙について 

⑩大木町選挙管理委員会補充員の選挙について 

⑪一般質問 

⑫大木町議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について 

⑬大木町議会常任委員会の閉会中の継続調査の申出について 

⑭諸般の報告 

⑮会議録署名議員の指名について 

 

８．議事 

 

 

 

議長  それでは、皆様、おはようございます。 

 早速会議を開きたいと思います。 

 ただいまの出席議員１２名、したがいまして、定足数に達し、定刻を過ぎま

したので、議会は成立いたします。 

 ただいまから第１回定例会２日目を開会いたします。 

 なお、本日も安藤代表監査委員にご出席をお願いしております。 

 日程第１、議案第１５号令和２年度大木町一般会計予算についてを議題とい

たします。 

 本案については、昨日、１款議会費より２款総務費まで所管課長の説明が終

了いたしておりました。 

 それでは、１款議会費より２款総務費までについて質疑を行います。質疑ご

ざいませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  すみません、４４ページ、企画課のまちづくり活性化推進事
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業費の中で、昨日の説明で花のあるまちづくり推進事業、これ次年度から予算

計上していないというお話だったんですけれども、理由についてお聞かせ願い

たいと思います。 

 

議長  答弁を許します。北島企画課長。 

 

企画課長  古賀知文議員のご質問のほうにお答えしたいと思います。 

 花のあるまちづくり事業につきましては、これ３か年間経過いたしまして、

一定町内に普及推進ができたということで、一旦補助のほうについては見直し

をさせていただいたということでございます。 

 それと、この花の植栽、または景観整備等については、私どもの事業のほか

に環境課のほうの環境衛生協議会からの補助、または建設水道課の緑の募金事

業等々ございまして、こちらのほうもご活用いただければと思っておりますの

で、今回については私どものほうの事業を評価、整理したところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  １０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  実は、蛭池地区については、トータルで約１，５００メート

ルのケイトウを今植えております。ケイトウの花は種から種を取って、苗を育

てて植えているんですが、大体三、四年するともうケイトウの花が要するに経

年変化というか、美しくなくなるんですね。ですから、四、五年したら種を新

しく買って、そして植えることになるわけです。そうしますと、要は植えただ

けではなかなかうまくいかない。要するに何年かに一回種を買う必要があると。
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ただ、種は非常に高いんですね。ケイトウの種は物すごく高いんです。ですか

ら、そういうところを考慮すると、やはりこれをずばっと切られるというのは

非常に大変。 

 今言われたように、ほかの部署の予算を利用するということなんですけれど

も、ほかの予算は予算でかなり逼迫しているというふうに私は思っているわけ

でして、今年というか次年度はそういうところを何とか利用させていただくと

して、ほかの予算で計上していただくか、あるいは復活させていただくか、そ

ういうことを一つ検討していただきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いします。 

 

議長  要望ということで。北島企画課長、どうぞ。 

 

企画課長  大変貴重なご意見ありがとうございます。 

 私も、すみません、私ごとではございますが、いわゆる福寿を迎えまして、

来年度のことについてはなかなか申しにくいところがございましてあれなんで

すけれども、これにつきましては十分に検討は後進の方たちがなされるとは思

うんですけれども、すみません、私が、ちょっと時間を拝借いたしますと、総

合計画を現在策定しておりまして、この予算も見ていただきますと分かります

とおり、町の貯金が３０億円、歳入歳出を合わせるためにはこの基金から毎年

４億ずつ取り崩しておるわけでございます。 

 そういった中で、これまでは本当に、申し上げまして、あれもこれもという

形で本当に必要な部分については手当てができた部分もあろうかと思うんです

けれども、今後については本当にあれかこれかという形で、先ほども申しまし

たように、一つの景観事業につきましても、これは多面的機能支払交付金も活
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用できますし、環境衛生協議会若しくは緑の募金事業等々ございます。 

 今後、町政運営を進めていく上では、こういったところの見直しというのも

十分必要なことではなかろうかというふうに思っておりまして、そういった中

で、じゃ何でんせんわけにもいきませんので、本当に有効に活用できるような

方法として、仕組みとしてご検討させていただくような形で後進のほうにはお

伝えしたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

 

議長  補足ということで、町長のほうから答弁を。 

 答弁を許します。境町長。 

 

境町長  古賀議員が言われるように、本当に蛭池地区を含めていろいろなと

ころで花の植栽、花のあるまちづくり事業で一生懸命取り組んであるところが

たくさんあって、随分以前と比べてそういう景観的な面では大木町もよくなっ

たのかなということを感じているところでございます。 

 これはもう本当に花を植えるだけでなくて、地域コミュニティ自体がそれに

よって、地域に対するそれぞれの地域住民の皆さんの思いが一つになるという、

そういうような効果も多分あっているんではないかなというふうに思っており

ますんで、今後もそういう地域での花のあるまちづくり事業を含めて、地域活

動をしっかり応援していかないといけないというふうに考えております。 

 今後どのようにこの事業をさらに町全体で発展させていくのか、今後コミュ

ニティ活動も活性化していきたいというふうに思っておりますので、そういう

ことも含めて検討させていただきたいと。 

 北島課長が今答えていただきましたけれども、今年までということで、後進
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に譲るというお話でしたので、私のほうからそこら辺についてはしっかり今後、

今日のご意見を踏まえたところで検討させていただきたいということをお伝え

しておきたいと思います。 

 ただ、北島課長が言いましたように、事業に関してはやはりある程度、例え

ば３年なら３年で都度見直していく、ほかの事業との兼ね合いであるとか、本

当に効果的なのかということは都度見直していくということは必須でございま

すので、そういう形でずっとステップアップさせていきたいなというふうに思

っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長  １０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  今、町長のほうからおっしゃっていただいたんですけれども、

蛭池地区につきましては、今ケイトウを植えることによって、今はいろいろな

祭りが本当に劣化しております。その中で、けいとう祭を立ち上げて、今、壮

年層を中心に非常に活性化につながっているのかなと、地域コミュニティを非

常に活性化させるためには役立っているというふうに思っております。 

 ですから、この事業に関しては、今言われるように、何らかほかの事業でや

っていただくとか、このいわゆる花のあるまちづくり推進事業が非常に蛭池地

区にとっては有意義であったというふうに思っておりますので、是非ひとつよ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。２番、野口裕子議員。 
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野口裕子議員  ３４ページのＡＥＤ賃借料についてお伺いいたします。 

 私、一般質問でもこのＡＥＤの設置状況についてお尋ねいたしましたけれど

も、そのとき設置責任者と検討しながら進めていくというご回答をいただいて

おりました。その点がどのように反映しているかをお伺いしたいと思います。 

 それと、２点目は、４２ページの高齢者免許返納タクシー助成金について、

今年度の状況と、それから予算のことについてご説明をお願いいたします。 

 以上です。 

 

議長  それでは、答弁を許します。境総務課長。 

 

総務課長  ２番、野口議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、ＡＥＤの件ですけれども、以前の一般質問でもお答えしておりました

が、ＡＥＤの現在の設置場所等については前回の一般質問のときにお知らせし

たところでございます。 

 その後、ＡＥＤを多くの人に、夜とかそういった時間も活用できないかとい

うことで、外に設置できないかというご要望もあったところでございますが、

なかなか施設の設置、周りの環境等も検討したんでございますが、やはり防犯

対策でありますとか風雨の関係で外部での設置というのはなかなかちょっと厳

しい部分があると。 

 それから、新たな設置としましては、近年新しく開設しておる施設等もござ

いますので、そういった施設にＡＥＤを新しく設置するということで、現在の

ＡＥＤがリースで設置をしているわけですけれども、本年７月でリースの期間

が満了するということになっておりますので、現在設置している部分と新たに

設置する箇所と併せて再リースというか、新しいＡＥＤの設置に向けて取組を
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進めていきたいというふうに思っております。 

 それから、高齢者運転免許証自主返納支援事業についてですが、こちらにつ

いては、本年度、昨日ですが、補正予算を出させていただいたところでござい

ます。 

 昨年は年間大体５０件程度の申請でございました。本年度は１月末時点で５

０件を超えているような状況で、そういったことでタクシーチケットの印刷分

でありますとか助成金について不足が見込まれるということで補正をお願いし

たところでございます。 

 新年度につきましても、そこら辺の、そんな極端な伸びを示しているわけで

はございませんけれども、まだ増加の傾向が見込まれますので、そこら辺を反

映したところでの予算の計上をさせていただいているところでございます。 

 高齢者免許証についても、これは新しく警察庁のほうでも高齢者の事故防止

のために施策等が打ち出されてありますので、そういったところも今後は検討

していかなければならないと思いますし、先ほどの回答ではありませんが、こ

の支援事業についても、目的としましてはやはり免許返納を推進するというこ

とが目的でございますので、ただ、まだ開始して３年目ということで、もうし

ばらく様子を見て、今後のことについてはまたその時点で判断をさせていただ

くというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

議長  ２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  タクシー、免許返納のほうは今後様子を見ながらということ

で、分かりました。 
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 ＡＥＤのほうは、増設ということで、何台が増える予定、増えるようになっ

ておりますでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。境総務課長。 

 

総務課長  ＡＥＤについては、本年度２０台分ということで計上しておりま

すので、残っている分もありますので、４台増設するということで考えておる

ところでございます。 

 

議長  それでは、引き続き質疑を。５番、古賀靖子議員。 

 

古賀靖子議員  防災のところでお尋ねします。 

 すみません、新人なのでよく分かりませんので、教えてください。 

 私は消防委員長をさせていただいているんですが、配付のときに防災着も頂

いておりますし、そうですね、準備していただいているんですよね、出番があ

りません。中途半端に、長靴もないし、上着で、帽子だけでというのが、本当

に必要なのかなというのが一つ疑問があるんですよね。必要であるんであれば、

やはり長靴とか何とかと、その出番があるのかどうかというのもまず一つ、そ

ろえる必要があるのかどうか。災害のときに着る。４６ページですね。 

 それともう一つ、防災設備工事の５２８万なんですけれども、もうちょっと

具体的にこの説明のところを教えていただきたいんですけれども、この２点で

す。 

 

議長  工事請負費の防災設備のところと、先ほどのその。 
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古賀靖子議員  必要かどうかですね、そういうのが。 

 

議長  防災服のところですか。 

 

古賀靖子議員  消耗品というので上がっているのかなと思っているんですけ

れども。 

 

議長  暫時休憩いたします。 

 

 

休憩      時  分 

再開      時  分 

 

 

議長  それでは、再開をいたします。 

 ただいまの質問は、４６ページ、工事請負費、防災設備等整備管理事業費の

中の工事請負費の５２８万円の詳細を知りたいというふうなことで理解して、

答弁を求めたいと思います。境総務課長。 

 

総務課長  ５番、古賀議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 防災行政無線のバッテリー交換費５２８万円についてでございますが、こち

らについては、平成２６年度に整備を行っておりますＭＣＡ無線、大木町防災

行政無線、そちらを構成しております親局、親局というのは役場の総務課にご
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ざいます。それから副親局、こちらは消防署のほうに設置をしております。そ

のほか、町内に屋外拡声器、こちらを設置しております。それが子局でござい

ます。 

 そのような親局、副親局などの操作卓、それから先ほど申し上げました拡声

装置と併せてあります子局、それと移動型の携帯の無線機、こちらを７台整備

をしております。そういったもののバッテリーの有効期間がおおむね５年とい

うことになっておりますので、今申し上げました操作卓、拡声装置、子局及び

携帯無線機のバッテリーの交換を行うものの費用として５２８万円を計上して

いるものでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですかね。５番、古賀靖子議員。 

 

古賀靖子議員  分かりました。そうすると、毎年度出てくるわけではなくて、

更新がありますということですね。分かりました。ありがとうございます。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員 ３８ページ、すみません、どうしても１日たちますと、当時の

記憶といいますか、昨日のテンションも下がるもので、３８ページの７１５万

の非常用発電設備ですか、これは結構いい金額出ているものですから、何か設

備、本体価格というのはこれというのは分かるんですけれども、委託料という

のが７００万というのは結構な金額なもので、詳細な内訳を教えていただけれ

ばと思います。 
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議長  答弁を許します。境総務課長。 

 

総務課長  ７番、益田議員のご質問にお答えいたします。 

 

 非常用発電設備の点検業務委託料７１５万円についてですが、こちらについ

ては非常時の供給する発電機を役場の１階の機械室のほうに現在設置をしてお

るところでございます。 

 発電機については、毎年点検委託と、あと各年ごとにそれぞれ委託の点検の

内容が変わっております。通常は１年の点検業務を行いますが、２年ごとに行

うもの、４年ごとに行うもの、８年ごとに行うものということで、それぞれ点

検の内容が変わっております。 

 本年は一応８年ごとに行うものという、ＡからＦまで点検のランクがあるん

ですが、Ｆ点検という最も点検の項目、それから部品等の交換等の多い点検を

行う時期というふうになっております。 

 それと併せまして、現在、発電機についても設置から２５年が経過しており

ます。そういった関係で、基盤等の製造が非常に難しくなっているというよう

な状況にございます。そういったところで、基盤、制御盤の改修及び蓄電池の

交換、そういったところまで含めた金額で予算の計上をさせていただいておる

ところでございます。 

 ただ、発電機につきましては、先ほど申しましたように、役場の１階の機械

室のほうに設置をしております。本年度、現在、発電機とは別のものですが、

役場の空調設備、こちらのほうももう一点経年劣化で交換、見直し、更新の時

期になっておりますので、本年度に役場の空調設備と併せて発電機を今後どう
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するかということも検討していきたいというふうに思っておりますので、その

検討の結果を踏まえたところで、この内容については見直しをするかもしれな

いというところも考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員 そうですね、要はそういうことをちょっと申し上げたかったと

ころなんですけれども、２５年たっていればさすがにもう考える時期であって、

その２５年のものに対して７００万払うのはいかがなものかと思いますので、

発電機が幾らするのか分からないんですけれども、その辺のところを本当きち

んと見直して、新しいものを買ったほうがいいのかとか、空調設備ですかね、

その辺のところも是非見直していただければと思います。 

 ２点目でございますが、４２ページの上から２番目の支援業務委託料、これ

も、すみません、昨日の記憶では、クリエイティブおおきさんに郵送費でした

か、そういうのを頼んでいて、その分を全部委託しているんで１，４００万か

かりますと。単純に考えて、郵送を頼むだけで１，４００万かかるのかなとい

うのが普通に思う気持ちなんで、その辺のところの詳細を教えていただければ

と思います。 

 

議長  答弁を許します。北島企画課長。 

 

企画課長  益田議員のご質問のほうにお答えしたいと思います。 

 すみません、言葉足らずだったかと思うんですけれども、クリエイティブお
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おきさんのほうには、ふるさと納税で申込みがあった方たちの整理、それとそ

ういった方々に対しての返礼品の発送手配、または寄附証明書の発行事務等々

の事務一般を委託しています。その全体的な予算としてこの金額のほうを計上

させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員 ということは、これと別にまた委託料というんですかね、人件

費ということでよろしいんですかね。人件費というか、どう言ったらよろしい

ですか、委託管理業務というのはこれ以外にも別にまだ払っていらっしゃると

いうことですよね、今実際のところ。これだけということですか。クリエイテ

ィブおおきにはこの１，４００万しか払っていないということなんですね。 

 ちなみに、何人ぐらいなんですか、ここは。 

 別の款になるんですかね。そうですか。広松課長のほうには昨日いろいろあ

りましたから、今日は、話は別として、どうしても昨日の流れからいいますと、

このクリエイティブというのは本当にクリエイティブなのかなというのが私個

人的にちょっと感じているところなもので、これはしっかりと私のほうが、今

日は時間があるものでいろいろ議論したいところなんですけれども、残念なが

ら総務委員でもないので、是非ちょっと委員長のほうにお任せいただいて、そ

ちらのほうでしっかりと追求していただければと思いますんで、この後は是非

総務に任せたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。１１番、小畠裕司議員。 
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小畠裕司議員  何か企画課長が退任の挨拶するみたいなことを言われてあり

ましたんで、さすがだなと思っております。 

 まず４０ページのほうから、政策アドバイザーの報償費で、総合計画でこれ

１００万円ということで、これは人件費だと思うんですけれども、非常に重要

な施策の一環だと思います。これ、お一人なのか、どういう方を選ばれるのか。

それから、その上に総合戦略の検証委員会の報償費というのが上がっておりま

す。果たして、町の将来を左右するのにこれだけの金額でいいのか、もうちょ

っと幅広い人材を呼んでいただいて、アドバイザーをお一人ではなくて、いろ

いろな方面の方からのアドバイスをいただいたほうがいいんじゃないかと思っ

ているところです。回答はこの後、各常任委員会で分かれて審査があるかと思

いますので、総務建設産業常任委員会のほうにお任せしたいと思っております。 

 それから、その下のほうに魅力発信動画作成業務、それからまちの魅力を伝

える委託業務、広報広聴事業費、去年からすると１７１．９％の伸びというこ

とで、これは課長の置き土産なのかなということで、先ほどの挨拶を聞いてお

りましたら何かそういうふうに聞こえております。そこら辺はまた総務建設の

ほうで具体的にこの中身、どのような動画を発信するのか、どういうふうに伝

えていくのか、町の発信をどういうふうにしたいのか、そこら辺は総務さんの

ほうでしっかりと議論していただければと思っております。 

 それから、もう一つ、４８ページの中で、一番下の下段のところで税務総務

費というのがありまして、委託料、土地評価見直し業務委託料というのがあり

ます。これは不動産鑑定士なのかどうなのか、そこら辺を予算審査のときにど

こに委託されるのかを明らかにしていただければと思っております。 

 最後に、５０ページのほうです。５０ページのほうで、負担金で資産評価シ
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ステム研修センター負担金というのが上がっています。研修センター、何か建

物に対しての負担金なのか何なのか、そこを明らかにしていただきたいのと、

２段下の大川大木税務連絡協議会負担金というのがあります。これは国税局に

対しての負担金なのか、それともひょっとしてこれ、税務課じゃなくて税理士

さんの集まりの中の負担金なのか何なのか、そこをちょっと明らかにしていた

だきたいと思っております。これも是非、何か最近はよその議会もコロナウイ

ルスで時間を短縮してということなんで、是非来週の総務建設常任委員会のほ

うで議論していただければと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

議長  全てよろしいですね、それで。小畠議員、全てそれでよろしいという

ことですね。 

 では、各課長には説明方よろしくお願いをいたします。 

 ほかに質疑ございますか。６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  私は総務委員会に属しているんで、聞いちゃ悪いかなと思う

んだけれども、委員会のとき忘れているかもしれないので、今日お聞きをした

いと思います。 

 予算書３８ページ、３目の財政管理費の中で、財務書類作成支援委託料２６

４万、公会計ということで、公表に沿うような形で帳票等の書類作成なり何な

りというのが必要ということだろうと思うんですけれども、これは公会計で複

式簿記みたいな形で地方自治体も公表するというのはもう何年もやられておる

話で、役場の中には優秀な職員さんがいっぱいおるのに、今さらこういったも

のが予算化されておるし、どういった基準で委託をしているのか、どういった

ところに委託をしているのか、いつまで委託をするのか、その辺をちょっとお
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聞きをしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。的場会計課長。 

 

会計課長  北島議員のご質問についてお答えいたします。 

 この財務書類作成業務支援委託料につきましては昨年度から実施しておりま

して、おっしゃるとおり、公会計に基づいたところの書類の作成ということで

つくっております。 

 これまで、公会計ということにつきましては前からあったんですけれども、

やり方としては東京方式とか大阪方式ございまして、その統一的な見方という

ことを昨年度から実施するようになって作成するということになっております。 

 また、この作成につきましても、総務省のほうからの、そういうふうにして

町の全体の財務会計の状況を把握するということでつくる必要から作成するこ

とになりました。 

 今回、なぜお願いするようになったかということについての経緯につきまし

ては、細かく各課のセグメント分析とか、町全体に対する財政状況、町の予算

だけではなくて外部の財政状況、そういったもろもろの連結する部分がまたあ

ります。それは今でも健全化判断比率の中で連結決算ということでご報告はさ

せてもらっているところなんですけれども、さらにこれを細かく分析して、ま

たそういった分析したのを他団体と比較する、また町の財政状況、どこが優れ

ているか、またいいところ、悪いところありますので、そこがどういうふうに

起因して、原因となって、こういう結果になっているという評価をしてもらう

必要がございます。やはりそういった細かいところの分析になってくると、ど

うしてもそういった専門に長けた会計士じゃないと分かりにくい部分もありま



18 

すんで、そこを業務委託という形でお願いしているところでございます。 

 また、契約している内容、契約先の相手方につきましては、先ほどとちょっ

と繰り返しになってくるんですけれども、統一的な公会計をするというところ

で、組織、今やっているのはＰＰＰ方式といって、またこれは総務省のほうか

ら具体的には、やり方について、ＰＰＰ方式というのに基づいて町のほうはや

っているんですけれども、それが総務省が示している方式と似ているというと

ころがございまして、今回お願いしているところはそういった総務省のやり方

に沿ったところの、指針に基づいたところのやり方に沿ったところでしている

業者のほうにお願いしています。 

 また、そのお願いしている業者につきましては、会計協会みたいなところが

ございまして、そこが全国的な国のほうの諮問も受けているところの機関にな

っていくんですけれども、そういったところにお願いすることによって国の情

報とか、そういったのを最新の情報ということで受け入れて、また作成した書

類についても反映する、より詳しい情報を仕入れることができるだろうという

ところで、そういった協会のほうにお願いしているところでございます。 

 この分につきましては、また町の分析とかやっていく上で指標に当たる部分

で、結局分析になってくるんで、分析する目線のほうが変わってくると、せっ

かく長く積み上げたデータのほうが無駄になってしまう可能性もあるんで、や

はり同じ目線のところで分析、評価してもらったほうがよろしいんで、今のと

ころにつきましては、今お願いしているところにお願いしていこうかというふ

うには進めているところですけれども、また総務省の具体的なこういったふう

にやりなさいということで、さらに細かいところの指示があって、またそれに

見合って、誰が見ても同じような目線で分析できるという形で判断できれば、

それはそれで今業務をお願いしているところの委託先についても見直すところ
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はあると思いますので、そのときはまたそれで検討していきたいとは思ってい

るところでございます。 

 以上で、北島好昭議員の質問に対する答弁のほうを終わらせていただきます。 

 

議長  ６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  一応総務省が言うところの基準に適合する形で作成する必要

がある、また全国的にかなりの部分で受託しているような法人でもあるので、

他の自治体との比較検討もできるとか、いろいろそういったメリットもあると

いうことから、こういったところにお願いをしているんだと。基本的に、途中

で委託先等を変えれば過去のデータが無駄になってしまうというおそれもある

から、基本的にはもう委託先は固定ということを今考えているということのよ

うな回答だったんですけれども、県下の自治体でこういった形で委託をやって

いるというところがどのくらいあるものなのか。 

 それと、先ほどの説明では、昨年度から委託を始めたということだから、昨

年度の財政状況について既に報告が出ておるものなのか。もし報告が出ておる

んであれば、当然これは公表も義務づけられておることでしょうから、提示い

ただいて、簡単な説明でもいただけたらというふうな思いもあります。 

 その２点についてお尋ねをしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。的場会計課長。 

 

会計課長  北島好昭議員のご質問についてお答えいたします。 

 まず公表につきましては、現在納品のほうも進んでおりまして、今ホームペ
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ージのほうで公表させてもらっているという状況にございます。 

 また、県内の状況については、詳しい件数については今手元のほうに資料ご

ざいませんので、今お答えすることはできかねるところではあるんですけれど

も、また中身のほうにつきましては委員会のほうでのご説明という形でよろし

いでしょうか。また、併せて県内の件数につきましても委員会のほうでご報告

するという形でよろしいですか。 

 

議長  ６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  県下の導入自治体数については、ちょっとこの場での質問で

すから、よかったら皆さんも回答を聞きたいところもあるかと思いますので、

後で構いませんから、この場で回答をお願いします。 

 

議長  後ほど。 

 

会計課長  以上で、北島好昭議員に対する答弁のほうを終わらせていただき

ます。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。 

 

質疑なし 

 

議長  それでは、質疑を終結いたします。 

 続いて、５５ページ、第３款民生費について、順次説明を願います。池末福
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祉課長。 

 

福祉課長  では、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費１億２，

４２０万５，０００円、前年度と比較し、職員人件費の増額などで前年度比７

２万１，０００円の増となっております。 

 主な予算につきましては、次のページをお願いします。 

 説明欄にあります地域福祉支援体制の充実事業において、社会福祉協議会補

助金として２，２３６万２，０００円で、法人運営に係る人件費と諸経費、事

務費に対する補助です。民生委員・児童委員協議会助成金については、民生委

員・児童委員３１名の活動に対する助成金２８１万２，０００円を計上してい

るほか、その他、各関係機関、団体へ活動に対する助成金としてそれぞれ予算

計上しております。 

 以上でございます。 

 

税務町民課長  ２目国民年金事業費、前年度対比１８万３，０００円増額の

９１２万８，０００円をお願いしております。国民年金事務に要する事務でご

ざいます。主な支出は、需用費１０万円は消耗品でございます。 

 以上です。 

 

福祉課長  第３目高齢者福祉費３，３４５万２，０００円、前年度と比較し

３万１，０００円の減となっております。 

 主な予算につきましては、次のページをお願いします。 

 説明欄にあります高齢者福祉費一般事務費において、敬老お祝い金として２

５６万円、老人保護措置費、養護老人ホームへの６名分の措置費として１，２
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９０万円などを予算計上しております。 

 高齢者の社会参加と生きがいづくり事業では、老人クラブ助成金といたしま

して２４７万７，０００円、シルバー人材センター運営事業負担金といたしま

して８００万円などを予算計上しております。 

 高齢者の在宅生活支援事業では、在宅で寝たきりまたは認知症の高齢者等を

介護されている方に対して支給する介護手当として１８０万円、在宅で寝たき

りまたは認知症高齢者等で紙おむつを必要とする方に対して介護用品給付サー

ビス事業として２２８万円などを予算計上しております。 

 ５目障害者福祉費３億３，６５２万円、前年度と比較し自立支援給付費にお

いて給付対象者、件数の増加により前年度比１，７８７万１，０００円の増と

なっております。 

 主な予算につきましては、障害者地域生活支援事業では、主なものとしまし

て、相談支援事業委託料１，１２６万３，０００円ですが、障害者や障害者の

家族の相談、福祉サービスに関する情報の提供や利用の援助、サービス機関の

紹介と必要な援助ができるように社会福祉協議会に業務を委託するものです。 

 次のページをお願いします。 

 訪問入浴サービス事業委託料２２２万２，０００円につきましては、障害を

持つ方が自宅の浴槽での入浴が困難であるため、専門の事業者が障害者宅に入

浴をするための浴槽等を車で持参し入浴を行わせるものです。 

 そのほか、ストマ等の日常生活用具の給付を行う重度障害者等日常生活用具

給付事業として２９２万円などを予算計上しております。 

 障害者自立支援事業では、主なものについて、扶助費として電動車椅子、補

聴器等補装具給付費として１７８万円、自立支援給付費３億２１６万円につき

ましては、身体・知的・精神障害者の入所、通所、在宅における支援給付費と
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して予算計上しております。 

 障害者医療給付事業では、扶助費として腎臓疾患、心臓病等に係る更生医療

給付費として８６４万円と、病院において行われる機能訓練等の介護のうち医

療に係る療養介護医療費として２８８万円を予算計上しております。 

 以上でございます。 

 

こども未来課長  ６目子ども医療対策費７，５２６万４，０００円をお願い

しております。前年度より９２１万８，０００円の増となっております。 

 増額の主な理由は、昨年７月から子供医療費の自己負担を中学３年生までに

拡大しております。今年度は年間を通してとなることによるものでございます。 

 主なものといたしまして、１９節扶助費の７，３０５万６，０００円で、医

療費の自己負担分に対する助成金でございます。 

 ７目重度障害者医療対策費３，６３４万１，０００円をお願いしております。

前年度より１４７万６，０００円の増となっております。 

 増額の主な理由は、前年度までの決算見込みでの予算計上によるものでござ

います。 

 主なものといたしまして、１９節扶助費の３，６０１万２，０００円で、医

療費の自己負担に対する助成金でございます。 

 ８目ひとり親家庭等医療対策費９８４万５，０００円をお願いしております。

前年度より１８万８，０００円の増となっております。 

 増額の主な理由は、前年度の決算見込み等での予算計上によるものでござい

ます。 

 主なものといたしまして、次のページ、６３、６４ページをお願いいたしま

す。 
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 １９節扶助費の９５５万２，０００円で、医療費の自己負担分に対する助成

金でございます。 

 ９目養育医療対策費１７７万５，０００円をお願いしております。前年度と

同額となっております。 

 主なものといたしまして、１９節扶助費の１７６万円で、医療費の自己負担

分に対する助成金でございます。 

 以上でございます。 

 

健康課長  １０目国民健康保険費１億１，００５万９，０００円でございま

す。前年度費４９３万９，０００円の増でございます。 

 内訳としまして、保険基盤安定繰出金７，５６２万３，０００円、出産育児

一時金繰出金６４４万円、財政安定化支援事業繰出金９００万円、事務費繰出

金１，８９９万６，０００円でございます。 

 １１目健康福祉センター費９，７７６万７，０００円で、前年度比４，５８

６万１，０００円の増でございます。 

 増額の要因は、健康福祉等空調更新工事の予算が原因でございます。 

 健康福祉センター事業といたしまして、健康福祉センター指定管理運営委託

料４，０４３万３，０００円、詳細につきましては配付させていただいており

ます健康福祉センター管理委託料明細をお目通しください。 

 管理業務委託料１２９万５，０００円、健康福祉棟空調工事の管理委託料で

ございます。 

 健康福祉センター工事費として５，２４８万１，０００円、主に健康福祉棟

の空調工事として４，７４８万１，０００円でございます。 

 健康増進事業備品購入費３０５万８，０００円でございます。ｔｏｔｏの補
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助金を活用し、健康等の運動機器、有酸素運動のトレッドミル２台分の購入費

用を計上しております。 

 以上でございます。 

 

福祉課長  １２目介護保険費２億６０５万３，０００円、前年度と比較し介

護保険負担金の増額などから、前年度比６９６万５，０００円の増となってお

ります。 

 主な予算につきましては、介護保険費では福岡県介護保険広域連合へ介護保

険運営のための負担金として１億７，０７３万９，０００円、介護保険料軽減

負担金として２８０万円などを予算計上しております。 

 介護予防・日常生活支援総合事業では、主なものとして通所型サービス支援

委託料８１０万４，０００円につきましては、デイサービスもみじ倶楽部の実

施と運動機能の向上を図る短期集中予防サービスとして実施するものです。 

 生活支援サービス委託料４０９万７，０００円につきましては、栄養改善を

目的とした配食サービスを実施し、次のページをお願いします、一般介護予防

事業委託料３１３万８，０００円につきましては、買物と運動を組み合わせた

介護予防教室を実施するとともに、介護予防健診に要する予算を計上しており

ます。 

 包括的支援事業では、生活支援体制整備事業委託料として１，１４３万４，

０００円を予算計上しており、大木町社会福祉協議会へ委託し、生活支援体制

づくりの中心となる生活支援コーディネーターを配置し、住民が主体的に参加

し、自らが担い手となっていくような地域づくりを推進していくものです。 

 在宅医療・介護連携事業委託料２１１万２，０００円につきましては、医師

会等と連携しながら、地域の医療、介護の関係機関の連携体制の構築を推進し
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ていくための委託料でございます。 

 １４目包括支援センター費２，６０６万６，０００円、前年度と比較し職員

人件費の増額などで前年度比１７万円の増となっております。 

 主な予算につきましては、地域包括支援センター運営費として１２５万６，

０００円を、それぞれ運営に必要な経費として予算計上しております。 

 以上でございます。 

 

福祉課長   ６７、６８ページをお願いします。 

 １６目後期高齢者医療費２億１，９６５万２，０００円で、前年度比１，１

７９万９，０００円の増でございます。 

 内訳としまして、後期高齢者医療療養給付費負担金１億６，４６１万４，０

００円、後期高齢者医療給付費における町の負担金でございます。 

 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金６５８万４，０００円、保険基盤安定

繰出金４，８４５万４，０００円でございます。 

 以上でございます。 

 

こども未来課長  ２項児童福祉費、２目児童福祉費６億３，２４０万３，０

００円をお願いしております。前年度より７１８万４，０００円の減となって

おります。 

 児童福祉費は、説明欄に記載しております９つの事業となっております。 

 次世代育成支援行動計画推進費は、町の計画の推進に関する事業でございま

す。 

 保育所等運営費は、国の給付基準により大木町の児童が入所、利用する保育

所や認定こども園などへの給付を行う事業で、５億６，１９８万７，０００円
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の主なものは、私立保育所への運営委託料３億８，４７６万９，０００円、次

のページをお願いいたします、認定こども園及び幼稚園等に施設型給付費とし

て給付する扶助費１億７，７１８万８，０００円でございます。 

 多様な保育事業は、延長保育事業補助金５０２万３，０００円、一時預かり

事業補助金２８０万、障害児保育事業補助金４４４万円などを行う町内の保育

所や認定こども園への４つの負担金１，２４３万７，０００円でございます。 

 保育士確保及び質の強化事業は、保育士の負担軽減及び離職防止を図り、保

育士の確保と質の強化を行う町内の保育所や認定こども園などへの保育体制強

化事業補助金１０８万、保育補助者雇上げ強化事業費補助金２２６万４，００

０円など、４つの事業への負担金５００万８，０００円でございます。 

 子育て応援事業は、病児保育、人材バンク、短期支援、今年度の新規事業と

いたしまして、町内に生まれてきた赤ちゃん全員に町内事業所から取り寄せた

赤ちゃんの体にやさしいものや育児に必要なものをギフトとして贈るふるさと

納税寄附金活用事業委託料２４０万円を含む４つの委託料などで３３９万９，

０００円でございます。 

 学童保育所運営事業は、学童保育所の指定管理料４，４８７万５，０００円

でございます。 

 多子世帯応援事業は、３人以上の子供がいる家庭への支援事業でございます。 

 子育て支援拠点事業は、子育て支援センターで行ってきた各種事業を令和２

年４月から開設します子育て世代包括支援センターへ事業を移管するもので、

３６２万８，０００円の主なものは、相談事業への報奨費やボランティアの報

奨費２４０万１，０００円などでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 児童虐待防止対策事業は、要保護児童家庭及び養育支援家庭などへの支援及
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び虐待防止啓発等に関する事業で、７１万９，０００円でございます。 

 ３目児童福祉施設費１億３，４５０万４，０００円をお願いしております。

前年度より１，８２４万５，０００円の増となっております。 

 主な理由は、職員配置及び会計年度任用職員制度導入によるものでございま

す。 

 この目は、主に町立保育園における保育運営、施設管理などでございます。

説明欄に記載しております３つの事業となっております。 

 児童福祉施設費は、学童保育所の発生予算としての修繕料及び大溝保育園施

設設備工事費、トイレ床一部改修でございます。 

 大溝保育園運営事業は、園の運営に係る経費で、主なものは入所児童の保育

材料費としての消耗品費１６３万３，０００円、給食材料費としての賄材料費

９７６万４，０００円でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 また、新規事業といたしまして、既に町内の私立保育園、認定こども園では

補助事業で導入しておりますＩＣＴ保育事業支援システムを保育現場の事務軽

減、効率化のために大溝保育園にも導入します使用料を計上しております。 

 大溝保育園施設管理費は、施設の維持管理に係る経費で、主なものは光熱水

費１８２万７，０００円でございます。 

 大溝保育園の休日保育につきましては、令和２年度より会計年度任用職員人

件費に含まれるので、事業区分がなくなっております。 

 ４目児童措置費２億７，７９２万４，０００円をお願いしております。前年

度より児童数の減少により５６４万６，０００円の減となっております。 

 主なものといたしましては、１９節扶助費の２億７，７４１万５，０００円

で、中学生以下の児童に対して児童手当を支給するものでございます。 
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 以上でございます。 

 

福祉課長  ３項災害救助費、１目災害救助費１０万３，０００円、前年度と

同額の予算を計上しております。 

 災害等が発生した場合における食料費や生活必需品の購入などを予算計上し

ております。 

 以上でございます。 

 

議長  ここで、３款民生費について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  文教なんで、文教のときに聞けばよかったのかなと思ってお

りますが、まず７２ページの児童虐待防止対策事業費、前年度からすると９４．

３％の伸び率、伸び率というのはいかがなものか、増額になっております。 

 この中身、いろいろ報償費、旅費、需用費、委託料とかいろいろありますが、

９４．３％、約２倍近くの予算額になっているということは、今年に限って児

童虐待防止が何か懸念があってこういう伸び率になっているのか、そこをまず

一点お尋ねしたいのと、７４ページの、先ほどの災害救助費の中で災害発生の

ときに扶助費として生活必需品の購入費ということで上がっております。これ

は前年度と変わりませんということだったんですが、今年のようにコロナウイ

ルスでマスク等々非常に不足しておりますが、これは災害というのか何なのか

分かりませんけれども、こういった事例があるんであれば少し備蓄にマスク

等々購入されてもいいんじゃないかなと思って、その辺の考え方を少しお聞か

せいただければと思っております。よろしくお願いします。 
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議長  答弁を許します。内藤こども未来課長。 

 

こども未来課長  小畠議員の質問にお答えいたします。 

 児童虐待防止対策事業費の金額ということでよろしかったですね。こちらに

つきましては、相談員を雇用している部分の金額が入っていたんですけれども、

こちらのほうは会計年度任用職員の関係で予算がそちらの分は一統している部

分もございまして、その人件費に絡む部分とかで、単純に昨年度の金額との比

較が難しい状態でありまして、中身としては、そういう方を中心としていろい

ろなケースに対してのケース会議等、そういう部分についての会議を行うとい

うことで、特に事業形態とか取扱いが大きく変わったということではないとい

うことになります。 

 以上でございます。 

 

議長  では、続きまして、池末福祉課長。 

 

福祉課長  災害救助費の予算額に対してのご質問かと思いますが、例年ここ

は発生予算として、災害が起きた場合の救助に要する費用ということで計上さ

せていただいておりますが、先ほどご説明しましたように、ただちょっと予算

の段階では最小限の食料、米とか麦茶とか飲物、あと生活必需用品については

一定備蓄はありますが、例えば女性用品とか、そういったちょっと急に備蓄に

ないものについて、そこで対応するべきものとして想定をして予算化をさせて

いただいております。 

 実際、災害が発生すれば、こういった予算では当然賄えないとは思いますが、
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対応については、必要なものについては補正、備蓄品関係については総務課の

ほうと協議をしまして、必要な備蓄については双方で協議しながら、その備蓄

については対応していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  今の池末課長が答弁されたこと、関連というか、小畠議員と

私もちょっと思っていることが一緒だったんで再度お尋ねしたいんだけれども、

災害備蓄品の関係、今答弁もあったんですけれども、やはりひょっとすれば無

駄になるかもしれないけれども、やはり災害備蓄品というのは、とりわけ食料

品というものは、災害がいつあってもいいように一定の根拠に基づいた数量の

確保というのは、これはあってしかるべきじゃないのかなと。飲料水にしろ、

簡易な食べ物にしろ、やはり期限がありましょうから、無駄になるかもしれな

いけれども、備えておくということはやはり必要ではないかというふうに思っ

ています。 

 そういったことで、災害も前もって台風みたいに予告してから来るのもあれ

ば、いきなり来るのもあるんで、いきなり来られた場合にもう何もかもないよ

うな状況の中で、じゃ救助品を買おうかといっても買えない状況等も発生する

ということも想定されるから、やはり備蓄品というのは一定の基準に基づいた

備蓄というのが前々から必要ではないかなというふうに思っておるところです。

その辺についていま一度、ちょっと考え方があればお尋ねをしたいというふう

に思います。 
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議長  答弁を許します。境総務課長。 

 

総務課長  北島議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 災害時の食料を含めた備蓄品についてのご質問でしたので、私のほうからお

答えをさせていただきたいと思います。 

 災害時の備蓄品につきましては、今現在は福岡県のほうで公表しております

水縄断層による大木町の被害というものがおおむね五、六十人ということが出

ております。 

 町のほうでは、１００名程度を想定して、その方が３日間分の必要な備蓄と

いうことで、毎年順次備蓄、予算を計上させていただいて購入をさせていただ

いております。 

 どうしても、議員おっしゃったように、耐用年数等の関係もありますので、

使わずに終わるようなケースも多分にあるわけでございますが、そういったも

のについてはいろいろな防災訓練でありますとか、他の役場関係の行事であり

ますとか、そういったもので現在のところは消費期限前に配付等をして処理を

しているというような状況でございます。 

 それから、小畠議員の質問にありましたマスクの関係でございますが、一応

小さな町でございますので、本来は総務課のほうでは職員、それから町業務に

対するもので、町民向けのというのはまた別のことという考えもありますが、

小さな町でございますので、総務課のほうで現在マスク等についてはおおむね

６万枚程度の備蓄を持っております。 

 それから、消毒液については、こちらのほうは有効が大体おおむね３年とさ

れておりますので、これまでの状況から、あまり保有することでまた無駄が出

るということもありましたので、１５リットル程度を備蓄をしておりまして、
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今回なかなか購入が難しかったんですが、何とかまた追加で購入ができました

ので、ただ、今回に限っていえば、詰替え用のアルコール液は購入できたんで

すが、もともと設置する容器がとても間に合わない状況でございますので、健

康課とも協議しながら、もともとあったもの、それから他の施設で使わなくな

ったもの等も含めて活用するような形で公共施設等に配置をさせていただいて

いるところでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

 

議長  北島議員、よろしい。６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  すみません、今の総務課長の答弁に対してまた質問、要望を

したいと思うんですけれども、マスクの備蓄が６万枚あるという答弁だったん

ですけれども、やはりどこに行ってもマスクないんですね、買いにいっても。

だから、町民の皆さんも、ドラッグストア辺りに聞いてみると火曜日ぐらいが

納品日らしいんで、その日に行ったら大体買えるよといううわさが流れて、火

曜日の１０時前にはもう駐車場いっぱい車が並んでおるんですけれども、その

ときにはもうマスクございませんということで、誰も一枚も買えないという状

況が続いています。 

 そういった中で、全員にばらまけとは言いませんけれども、やはりコロナウ

イルスがこれだけ全国に蔓延してきよる中では、やはり母子への保護であった

りとか、高齢者の持病を持つ人の保護であるとか、そういった幾らか予防にそ

れは貢献できないのかなというふうなことをちょっと考えるわけで、せっかく

の備蓄なんでという思いもあるかもしれませんけれども、ニュースでは、どこ

かの自治体がそういった人に備蓄のマスクを確保したというのを、多分県内の
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自治体の取組として報道されたと思います。 

 そういったこと等も踏まえて、何か町長、この辺で英断を下すべきではない

かなというふうには思うところですが、お考えをお聞きしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  本当、コロナウイルスに関しては非常に深刻なというか、拡大が続

いているという状況で、その対応についてはるる考えているところでございま

す。 

 議員ご指摘のように、マスクなどの備蓄品について有効に活用できないかと

いうことについては本当に検討させていただきたいと思います。 

 今、町の例えばシルバー人材センターとか、そういう関係団体であるとか、

行政区で例えば総会をされるときにどうなのかとか、そこら辺のところについ

ては検討させていただいていると。ただ、ご理解いただいているように、じゃ

町民の皆さんにどうぞというような状況、そういうような数を備蓄している状

況ではないので、いずれにしてもそこら辺については、できるだけ町の備蓄に

ついては有効に活用していくということで、議員ご指摘のように検討してまい

りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  ２点お伺いします。 

 まず６０ページの一番下のほう、福祉課の部分ですけれども、障害者地域生

活支援事業、ここの一番上なんですけれども、成年後見人報酬、これについて
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は多分今年度、決算ゼロじゃなかったかなというふうに思うんですけれども、

これについて周知を含め、今後、要するにどうしていくのかというのを説明願

います。 

 もう一点、６４ページ、健康課、健康づくりゆかりの健康福祉センター事業

で空調に対する予算が上がっております。実はこれ、また後で出てくるのかな

と思うんですけれども、給食センター、私はもうずっと何年もスポット冷房と

いうんですか、それで我慢してきております。この空調の工事については文教

厚生委員会のほうでじっくり内容について説明願いたいというふうに思いま

す。 

 さきの後見人だけ説明を。 

 

議長  答弁を許します。池末福祉課長。 

 

福祉課長  １０番、古賀議員のご質問にお答えします。 

 成年後見人報酬につきましては、この６０ページの障害者の分と実は高齢者

については６４ページ、介護保険費のほうで同じ同額の成年後見人報酬という

ことで予算化をさせていただいております。 

 前年度まで、確かにここは予算化をしておりましたが、対象者なしというこ

とで来ておりました。 

 本年度、市町村申立ての後見人手続がございまして、本年度、先週ですけれ

ども、申請があり、報酬を高齢者のほうでは支払うという手続をいたしたとこ

ろでございます。 

 障害者のほうについてはまだ実績はゼロということでございますが、この制

度の周知につきましても、先月２月１５日、土曜日でしたが、今年度やはりこ
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ういった制度の周知については図っていかなければならないということで、講

演会等を予定するということで、講師、謝金等の予算化もさせていただいてお

りましたので、２月１５日に講座という形で午前中、午後と、一部、二部構成

ということで講座のほうも開催をさせていただきました。 

 残念ながら、参加者については、初めての講座ということもあり２０名程度

の参加ということでしたが、実際障害をお持ちの家族とか認知症の高齢者を持

つ方の身内の方とかという方もその中に参加をいただいております。 

 今後も、この制度についてはこれから高齢者の増加も当然ございますので、

必ず必要になってくる制度と思いますので、周知については十分行ってまいり

ますし、利用促進について今後も力を入れていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  関連でございますが、今の後見人制度、私はちょっと分かり

ませんけれども、精神疾患者の後見人制度というのは利用できますか。 

 

議長  答弁を許します。池末福祉課長。 

 

福祉課長  中島議員のご質問にお答えします。 

 その対象者の方がこの制度、後見人として手続をとる場合、その仕組みの中

に後見人、補佐、補助人という形で３段階に分けられております。全くその方

が本人の状態に応じて、これは病院の先生の診断書が要るんですけれども、全
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くそういう判断できない状態であれば後見、何かしらか本人の意思があるとい

うことであれば補佐、大体のところは本人ができるけれども、何らかの補助が

必要だよという場合の段階であれば補助という制度のほうに３段階に分けられ

ておりますので、その方の状態によって後見の内容については裁判所が判断し

て選任されるということになっております。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですね。 

 ほかにございますか。７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員 １点、７４ページのＩＣＴの保育なんですけれども、これはま

た委員会のほうで聞かせていただきます。 

 ちょっといろいろ思うことがありまして申し上げさせていただければと思う

んですけれども、先ほどのマスクの話なんですが、追い打ちをかけるようで申

し訳ないんですが、これは私の、すみません、５分ばかりお時間頂ければと思

うんですけれども、私の家は、本当ここ最近なんですけれども、郵便物が届い

たんですね。郵便物に関しては全て消毒します。よそから持ち入れたらまずい

ということで、しかも昨日は国際便で中国から来たんですよ。何のものだろう

かと思って、やはり心配じゃないですか。これはバイオテロじゃないのかなと、

それぐらいの、今これだけ話題になっているんで、たまたまそれは電気の部品

だったんで、やはりそれだけ敏感になっているんですよ。 

 それから、北島議員も申し上げたとおり、マスクの件なんですけれども、６

万枚備蓄しているとありますよね。その６万枚備蓄しているのはじゃいつ使う

のかという話になると思うんですよね。 
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 本当すみません、感情的になって申し訳ないんですけれども、もしこれを例

えば行政側が６万枚、先ほど北島議員がおっしゃいました、高齢者であったり、

そういう弱者に対して配るのはどうだろうかということを、私検討すべきこと

でもないと思うんですよ。 

 それは逆に行政側から配るような形に持っていかんと、仮にこの６万枚あっ

て、それを行政側が配るのが面倒くさいとか、大変業務が増えるとかいう気持

ちであれば、私はそれはちょっとお門違いかなと思うんですよね。やはり行政

サービスというのは、町民が困っているんであれば手を差し伸べて、こちら側

から提供するというのが本来あるべき姿かなと思うんです。６万枚持っていて、

私はいつも思うんです、私の立場と、もう一人町民が仮におったとする。この

町民がどう考えるだろうという言葉を今申し上げさせてもらっているんですよ

ね。その町民がもし、その６万枚をいつ使うのと答えたら、答えられるかどう

かというところだと思うんですよね。６万枚持っていても何も意味ないんであ

れば、やはりそういう困っている人たちにどうだろうかと。 

 特にやはり独居老人、これは私の知人から聞いています。知人から相談があ

りました。マスクなくて困って、外出できないんだよねと言っているんですよ

ね。これは独居老人です。要は、買いにいってもないと。ただ、マスクがない

から買物に行くのも怖いというんですよ、売っていないから。 

 じゃ仮にその方が役場に行って、役場職員がしておったと。多分役場職員は

自分で買われたと思いますよ。ただ、役場職員がしておったら、あんたそのマ

スクどげんしたとねという話になると思うんですよね。これは別に役場職員が

悪いというわけじゃないんです。町民から見るとそういう目線でやはり見られ

てしまうんですよね。 

 やはりこれは、先ほど６万枚も既にあるんであれば、多分恐らく、順調にい
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けば４月ぐらいには収まるかもしれないです、このウイルス関係が。全部何事

もなかったかのように終わって、６万枚取っておいたねで終わると思うんです

けれども、その６万枚をじゃいつ使うかという話だと思うんです。この時期に

使わんでいつ使うのかという話だと思います。 

 これを、何遍も申し上げますけれども、これをただ行政側が手間だと、告知

するのが大変だということであれば、私はそれはちょっと行政サービスと違う

のかなと。これは黙っておれずに申し上げたところなんですけれども、これは

やはり全員に配れというわけじゃないんです。希望があった人に関しては、わ

ざわざ告知せんでいいと思うんですよね。ちょっとこのマスクどげんかならん

やろうか、実はこうやって役場が無料で、例えば独居老人に関しては、例えば

証明書か何か出してもらえれば５枚ぐらい配付しますよとか、それだけでいい

と思うんですよ。ああ、役場ようしてくれた、役場いったらこの間もらえたよ

という話になると思うんですよ。全員が全員もらいにくるわけはないと思いま

す。 

 やはり気にしていない人もいると思いますんで、そういうふうな向こうから

来たやつに対して応えるんじゃなくて、こちら側から提供するというのも私は

行政サービスの姿かなと思いますけれども、すみません、これは別に答弁求め

る必要はない、すみません、私感情的に申し上げているわけじゃないんですけ

れども、ちょっと思うところがありまして、私個人的にもそういう知っている

方、知人であれ困っている人もいる。どうにかしてあげたい。でもできない。

でも町には６万枚ある。じゃこれどうするのだという話だと思います。一町民

が思うんであれば。 

 多分これ、全員が今、この６万枚あるというのが全町民に触れ渡ったらどう

思われるかですよね。役場６万枚持っているらしいよ、一枚も配らんらしいよ
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と、多分そうなると思いますよ。これは別に私が口コミで言っているわけじゃ

ないですよ。言うわけじゃありません。ただ、そういうことを考えて行政側は

動くべきではないのかなと。本当今の時期動かんかったら、何事もなく１か月

間、何事もなく６万枚持っておったとしても、何の在庫の意味もないと個人的

には思いました。すみません。ちょっと本当５分ばかりあれなんですけれども、

申し訳ないです。すみません。 

 

議長  意見ということでよろしくお願いいたします。 

 以上、質疑、終結いたします。よろしいですね。 

 

    質疑なし 

 

議長  これをもって質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。再開を１１時といたします。 

 

 

休憩    １０時４９分 

再開    １１時００分 

 

 

議長  すみません、ちょっと若干早いですが、再開をいたします。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 北島議員のほうから会計課長のほうに質問がありましたので、休憩の時間を

利用して準備ができたということでございますので、答弁を許したいと思いま
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す。的場会計課長。 

 

会計課長  北島好昭議員の質問に対してお答えいたします。 

 県内の状況は、業務委託先に委託している自治体の件数はどれくらいあるか

ということについてなんですけれども、本町は契約しているところの業者につ

きましては、やはり作成しましたデータを近隣と比較する必要性があるという

ことを鑑みまして、県内のほうを調査しておりました。県内で契約していると

ころが、契約段階においては９の団体がございます。 

 そういったことを踏まえて、そしてまた本町が同じ町の規模、よく比較する

ところの自治体があるんですけれども、そこがどこと契約しているかというの

を踏まえたところで、今回契約先の選定の一つの要因として選んだところがあ

ります。 

 ですので、そこの県南のほうにつきましては、調べた結果、９の自治体のほ

うの確認がとれたところでした。 

 以上で、北島好昭議員の質問に対する答弁のほうを終わらせていただきます。 

 

議長  よろしいですか。北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  今のところ、最後は県南と言ったんですか。県内かね。県南、

南のほうだけ。全県的にはまだ分かっていないわけだね。 

 

会計課長  全県的に当たっても、そこと比較するかどうかという。ですから、

必要最低限度、県南と比較したほうが。 
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北島好昭議員  契約していますよという話ね。ありがとう。 

 

議長  よろしいですね。 

 

    質疑なし 

 

議長  それでは、続いて、７３ページ、４款衛生費について、順次説明願い

ます。田中健康課長。 

 

健康課長  ４款衛生費、７４、７５ページをお願いします。 

 １項保健衛生総務費８，３８２万円でございます。前年度比１，０９２万８，

０００円の増で、会計年度任用職員等の人件費増でございます。 

 内訳といたしまして、説明欄の保健衛生総務費、負担金の下から３つ目の病

院群輪番制事業負担金２６２万７，０００円でございます。大川三潴医師会、

柳川山門医師会に属する病院、医院において、初期の救急医療施設から転送さ

れた重症患者を受け入れ、医療行為を実施する事業でございます。 

 その他、負担金として８事業あり、負担金合計が３５７万９，０００円でご

ざいます。 

 ２目予防費４，９５０万７，０００円、前年度費４０２万６，０００円増で

ございます。 

 伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延を予防するために、予防接種の実施

等により国民の健康の保持に寄与することを目的としております。 

 予防接種事業につきましては、７８ページの説明欄をお願いいたします。 

 予防接種業務委託料として４，８４１万８，０００円でございます。予防接
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種には、法令に基づいて市町村が主体となって実施する子供の定期接種と、希

望者が各自で受ける高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌の２つの任意接種

があります。接種費用は、定期接種は公費ですが、任意接種には自己負担があ

ります。 

 令和２年１０月からロタウイルスワクチンの接種が始まり、令和２年８月生

まれの乳児から対象になり、１人２回接種することとなっており、その費用が

増額となっており、この目の増因となっております。１９６万２，０００円が

ロタウイルスに対する接種費用として計上しております。 

 また、昨年度、国の事業として、先天性風疹症候群の発生を抑えるための緊

急対策事業が開始され、風疹抗体保有率の低い世代の男性に対する風疹予防接

種及び抗体検査実施を行い、令和２年度は昭和３７年４月１日から昭和４７年

４月１日生まれまでの男性にクーポン券を発送することとしております。 

 ３目健康増進事業１，７９５万５，０００円で、前年度比３９万２，０００

円減でございます。健康増進事業は、疾病の早期発見、早期予防のため、がん

検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、胃がんリスク検診等に関する予算を計上

しております。 

 がん検診には、健康福祉センターにおいて検診バスで行う集団検診と、町内

医療機関で行う個別検診があります。町で行うがん検診は保険の種別関係なく

受けることができ、特に早期発見による効果が高いと言われる胃がん、乳がん、

子宮がん、大腸がん、前立腺がんなどがあります。 

 健康増進事業委託料１，６１６万５，０００円は、各種がん検診等の委託料

でございます。 

 以上でございます。 
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こども未来課長  ４目母子保健事業１，９９３万５，０００円をお願いして

おります。これまで、母子保健事業は健康課健康づくり係で担当しておりまし

たが、令和２年４月から子育て世代包括支援センター開設に伴い、こども未来

課で事業を引き継いでの予算となっております。予算額は前年度より５０万３，

０００円の増となっております。 

 主なものといたしまして、７節報償費８９万４，０００円は、乳幼児健診時

の医師、歯科医師の雇上げ料でございます。 

 １２節委託料１，５３７万１，０００円は、妊婦健康診査委託料１，３５０

万２，０００円及び乳幼児健診時のスタッフ委託料１８６万９，０００円でご

ざいます。 

 １８節負担金補助及び交付金２９３万６，０００円は、これまでの県外受診

の妊婦健康診査助成金及び特定不妊治療費助成金１４０万円に加え、新年度か

ら新規事業として産婦健康診査助成金１３５万円でございます。 

 以上でございます。 

 

健康課長  ５目介護予防日常生活支援総合事業３５９万９，０００円で、前

年度比１７８万７，０００円減でございます。 

 昨年度、地区老人クラブやサロンで自主的に血圧測定を行い参加者が健康管

理を行うことができるよう、電子血圧計の購入費用として１４９万円を計上し、

希望箇所に貸し出し、事業目的が完了したこと及び介護予防事業、おおき健康

大学口腔・栄養コース、昨年度２５万５，０００円を計上しておりましたが、

健康づくり公社に委託し指定管理委託料で対応することとし、今年度減額とな

っています。 

 主なものとして、大喜楽サロン委託料として３０４万２，０００円でござい
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ます。 

 ６目やすらぎ苑管理費１，８７５万４，０００円、前年度比８５８万７，０

００円増でございます。やすらぎ苑の維持管理に関する予算でございます。 

 令和２年度は、火葬炉２号炉全面積替え工事を予定し増額となっております。 

 支出の主なものといたしまして、７９、８０ページをお願いします。 

 光熱水費１７１万円は、電気代、水道代でございます。修繕料２４１万円、

火葬炉のエキスパンジョイント補修が２６万円及び炉内台車耐火物補修費用が

１６５万円等でございます。 

 火葬業務委託料３３０万円でございます。 

 火葬炉設備工事として９０８万６，０００円を計上しております。火葬炉１

号炉の全面積替えの予算でございます。 

 以上でございます。 

 

環境課長  ７目環境衛生費につきましては、前年度比１１万９，０００円減

の２９５万６，０００円をお願いしております。 

 説明欄をお願いします。 

 環境保全対策事業で主なものといたしまして、クリーク、河川、井戸水の水

質検査及び騒音等の公害発生時の測定委託料としまして１７１万９，０００円

を計上しております。 

 また、野焼きやポイ捨てに対する環境保全パトロール業務委託料としまして

４１万３，０００円を計上しております。 

 次に、８目地球温暖化対策事業費につきましては、前年度比１６０万１，０

００円増の３４６万４，０００円をお願いしております。 

 説明欄をお願いします。 
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 地球温暖化対策事業で、主なものといたしまして、温室効果ガス排出量実質

ゼロ社会の実現を目指し、近年の気候変動の状況を住民の皆様と共有するため

など、町民会議等を開催するための費用としまして、アドバイザー謝金や委員

報酬など、報償費１１万３，０００円、また住宅用太陽光発電設備や蓄電池シ

ステム、令和２年度から取り組みますⅤ２Ｈシステム等を住宅へ設置する際の

地球温暖化防止対策支援補助金としまして３３０万円を計上しております。 

 次に、９目合併処理浄化槽推進事業費につきましては、前年度比１９１万３，

０００円減の５，７００万３，０００円をお願いしております。 

 ８１、８２ページをお願いします。 

 説明欄、浄化槽設置推進事業で主なものといたしまして、合併処理浄化槽維

持管理協会助成金につきましては、社員２名、嘱託職員２名の人件費相当分に

浄化槽機能回復助成事業に対する支援分を加え、２，０１５万４，０００円を

計上しております。 

 また、合併処理浄化槽設置補助金につきまして、近年の設置状況を踏まえ、

３，６８２万３，０００円を計上しております。 

 ２項清掃費につきましては、一般廃棄物の広域処理に係る費用を１目塵芥処

理費として、町の資源化独自処理に係る費用を２目もったいない宣言推進事業

費として計上いたしております。 

 まず、１目塵芥処理費でございます。前年度比１４８万４，０００円減の１

億１，２５３万４，０００円をお願いしております。 

 説明欄、塵芥処理費で主なものといたしまして、町指定ごみ袋等の印刷費と

して３６９万１，０００円、塵芥収集及び大川市に委託しております塵芥焼却

処理委託料としまして８，１１９万６，０００円を計上しております。 

 また、八女西部広域事務組合負担金としまして２，６５２万８，０００円を
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計上しております。 

 次に、２目もったいない宣言推進事業費につきましては、前年度比５２万９，

０００円増の１億１，４４８万４，０００円をお願いしております。 

 説明欄、もったいない宣言推進事業で主なものといたしまして、各地域や小

学校ＰＴＡ等の団体で回収されました紙類、布類に対するリサイクル事業報奨

金として１５０万６，０００円、紙おむつやプラスチック等資源ごみの処理業

務委託及び高齢者等ごみ出しサポート事業を含む資源ごみの分別収集委託料と

して１，６１８万６，０００円、ごみ分別をさらに推進するため、ごみ分別ア

プリ導入委託料として５万５，０００円及びアプリ使用料として１５万９，０

００円を計上いたしております。 

 また、地域での分別指導やごみ置場の改善等に対する地域への交付金として、

大木町ごみ減量化対策交付金２０１万６，０００円を計上しております。 

 次に、環境プラザ・バイオマスセンター運営事業で、主なものといたしまし

て、バイオマスセンター指定管理料として７，６８４万５，０００円、環境プ

ラザ指定管理料としまして１，４８２万９，０００円を計上しております。 

 詳細につきましては、別途お配りしております一般社団法人サスティナブル

おおき指定管理委託料明細をご覧いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

会計課長  ３項上水道費、１目上水道施設費、６，４７６万８，０００円で

す。前年度と比べ２，８１４万６，０００円の減となっております。 

 次のページをお開きください。 

 右側説明欄にあるとおり、上水道事業会計へ４，３００万、福岡県南広域水

道企業団へ２，１７６万８，０００円を計上しております。 
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 以上でございます。 

 

議長  ここで、４款衛生費について質疑を行います。質疑ありませんか。１

番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  ８２ページのもったいない宣言推進事業のところのごみアプ

リ導入委託費５万５，０００円、その３つ下、アプリ使用料、これは関連して

いるところだと思うんですが、委託料は導入時の費用ということでかなり低く

抑えられていますが、このアプリの使用料ということであれば１５万９，００

０円ですか、年間の費用だと思うので、月に換算すると大体１３万ぐらいの費

用になるかと思います。 

 １５万９，０００円を割ると……分かりました。勘違いでした。私ちょっと

一桁間違えていたのですごく高いなと思っていたので、その内訳をお伺いした

かったんですけれども、その件はなしでオーケーです。 

 以前、個人的にお伺いしたこともあったかと思うんですけれども、外国人の

方が少しずつ増えているということで、特にベトナム語とかのごみ分別の記載

をポスターにお願いできないかと以前お願いしたことがあります。アプリのほ

うに乗せたいという回答ももらっていたんですが、このアプリのほうには外国

語は対応しているのかどうか教えてください。 

 

議長  答弁を許します。中村環境課長。 

 

環境課長  馬場議員のご質問に対しご回答させていただきます。 

 ご指摘いただいております外国語表記のアプリの導入でございますが、事業
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者のほうへ問合せをしておりまして、外国語対応は可能であるという回答を得

ております。 

 しかしながら、今回、当初予算として計上しておりますものがまずは日本語

版の導入ということでさせていただき、別途外国語は別料金で対応するという

ことでございますので、ベトナム語はもとより、英語も含めまして今後導入に

向けて検討してまいりたいというふうに思っております。 

 今回は、まずは日本語表記のアプリの導入ということで考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

議長  １番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  ちょっと思ったよりも料金が低かったので、特に費用対効果

という点では全然全く問題ないとは思うんですが、この業者を選定するときに

幾つか見積り等は取られたのでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。中村環境課長。 

 

環境課長  馬場議員のご質問に対しお答えさせていただきます。 

 見積り徴収事業者でございますが、昨年、複数の事業者により、近隣市町合

同により講習会のほうを行っております。その後に数社のお見積りを徴取した

ところ、それを参考に今回の当初予算に計上させていただいたということでご

ざいます。 

 以上でございます。 
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議長  よろしいですね。 

 ほかに質疑ございますか。３番、原田勝議員。 

 

原田勝議員  地区の資源ごみ回収ときに、今若干言われた件ですけれども、

日本語で掲示板に、例えば缶とかペットボトル、スプレー缶、いろいろ日本語

で多分書いてあるんですよね。それを今、英語とかベトナム語とか言われたん

ですけれども、分かりやすく、例えば缶やったら缶の絵を描くとか、ペットボ

トルの絵を描くとか、そういう掲示板の仕方はできないものかなと、要望なん

ですけれども。 

 

議長  看板等を予算計上しているかということですか。違うならば、ちょっ

と予算と関係が…… 

 

原田勝議員  だから、そういうやつも予算計上にしてもらいたいなと、逆に

言ったら。外国人が増えていく中で、英語とかベトナム語がもう大変なら、絵

を描いて、写真でもいいです、看板に日本語の横に添えるとか、できれば。 

 

議長  そういったごみ収集、外国人に対する対応は新年度予算でなされてい

るかというふうなことで質問を受けたいと思います。中村環境課長。 

 

環境課長  原田議員のご質問に対してご回答させていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、本町におきましても、あらゆる各国から見えられてお

るということは重々承知をしております。 
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 それで、先ほどの馬場議員、今回の原田議員の外国語表記ということにつき

ましては、我々も今どのように外国の方に対する表示をしようかということで

検討のほうを重ねております。 

 それで、一番分かりやすいというのが、やはり先ほどご指摘されました絵で

示すということが一番早い道なのかなというふうに考えておりますので、今回

のご提案に対し前向きに検討して、分かりやすい表記の仕方を検討してまいり

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

議長  次、１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  それでは、２点お願いします。 

 まず７８ページ、母子保健事業についてですけれども、真ん中、妊婦健康診

査委託料、これ、１，３５０万２，０００円かな、今計上してあります。これ、

たしか補正で落としたんじゃなかったかな、三角にしたんじゃないかなと思う

んですけれども、これは要は前年度かな、若干上がっていたんだけれども、元

に戻ったというような、要するに妊婦の人口、これが元に戻りつつあるという

話があったんですけれども、これ、たしか昨年は９２０万ぐらいの決算じゃな

かったかと思うんですけれども、これ１，３５０万２，０００円計上してある

この理由をちょっとお聞きしたいのが１点。 

 それから、８２ページのこの塵芥処理費、真ん中辺りなんですけれども、こ

れは文教のほうに、委員会のほうで説明しておいてほしいんですけれども、八

女西部広域事業組合負担金が２，６５２万８，０００円かな、を計上してある

んですけれども、たしか今年度は２，１００万ぐらいじゃなかったかなと思う、
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決算が。ですから、これはまた多くなっているので、そこいらの内訳について

文教のほうの委員会のほうで説明しておいてほしいと、そういうふうに思いま

す。 

 

議長  １点だけ答弁を求めたいと思います。７８ページの妊婦健診の委託料

についてということで、内藤こども未来課長、よろしくお願いいたします。 

 

こども未来課長  古賀知文議員の質問にお答えいたします。 

 妊婦健康診査委託料につきましては、県内の市町村が全部県の医師会と同じ

内容で契約して、一人の妊婦がそれぞれの周期に合わせて健診を受けるという

ことで、１４回を最大受けることができるようになっております。これはただ

１４回受けられるんですけれども、やはり全部が全部受けられる方ばかりでは

ないということで、予算計上ではある程度その分の回数受けられるということ

を見込んでおりますけれども、それよりも回数が下回る部分ですとか、実際は

妊娠される方の数とか、あと転入された方とかであれば、それまではこちらの

ほうで受けずに前のところで受けられているとかいう、そういうふうな部分で、

最終的には実態で若干下回ることも予想されますけれども、予算計上段階では

考えられる部分ということで、当初予算としては決算よりも多めにといいます

か、可能性がある部分で組ませていただいているような状況となります。 

 以上で答弁を終わります。 

 

議長  よろしいですね。 

 次に、１２番、中島宗昭議員。 
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中島宗昭議員  サスティナブルおおき指定管理料の明細のほうなんですけれ

ども、宣伝広告費、前年より５８万１，０００円増ということでございます。

備考欄、見てみますと、優良地の地区の表彰とアクアス割引券ということでご

ざいますが、いきなり倍増に増えたということの裏づけを一つお願いします。 

 それから、さっき妊婦健診の診察委託料の件が出ましたけれども、これは意

見としてちょっと、妊婦を検査、その前、以前、子供ができる前の検査がある

そうです。そういったところで、その前の、結婚して妊婦さんが検査して、こ

の方はちょっと障害ができるとか、いろいろな治療をしてから子供をつくる、

そういったことができるということでございますので、そういったところは少

し調べていただいたらということでございますので、意見です。 

 

議長  それでは、こっちの別冊資料のほうの宣伝広告費が１０５万１，００

０円というふうに増額されている理由について答弁を求めたいと思います。中

村環境課長。 

 

環境課長  中島宗昭議員のご質問に対しお答えさせていただきます。 

 サスティナブルおおき、とりわけバイオマスセンターの宣伝広告費の本年度

予算計上が増額の意図はということであったかと思っております。 

 その件につきましては、まず一つにホームページ等の作成のほうを是非した

いというふうに思っておりまして、そちらのほうで約３０万程度見込んでおる

ところでございます。 

 加えて、環のめぐみの袋代ということで、現在アクアスさんのほうへご依頼

申し上げておるんですけれども、そちらのほうに対する環のめぐみの宣伝広告

に対する助成金ということで２０万円弱計上して、主にこういった理由により
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増加、計上させていただいておるということでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  環のめぐみのほうの袋ということで、環のめぐみの袋もこの

サスティナブルのほうでつくるんですか。 

 

議長  答弁を許します。中村環境課長。 

 

環境課長  中島宗昭議員のご質問に対してお答えさせていただきます。 

 環のめぐみにつきましては、議員さん方ご承知のとおり、液肥を使ったお米

ということで、本町のいわば特産物ということで好評を得ているところでござ

いますが、液肥のもと、液肥をつくっておる循環センターということで、米の

袋についてはアクアスのほうでつくっているんですけれども、袋に対する助成

金という形で助成のほうを今回行うということとしておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  １２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  分かっておるけれども、あえて、じゃ環のめぐみというのは

液肥を使って栽培された米全部が環のめぐみでいいと思いますけれども、地域

を指定されております。その辺の考え方を町長、答弁をお願いします。 
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議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  中島議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 環のめぐみという形の特別栽培米として、ご存じのように地区を限定をして

液肥を優先的に散布をさせていただいて、別に収穫をして精米をしていると。

環のめぐみの袋に入れて販売をしているという、そういうような形で、全くい

わゆる特別栽培米、別扱いで販売をさせていただいているというようなことで

ございます。 

 議員ご指摘のように、液肥を使っている分については、基本的に全部環のめ

ぐみじゃないかというようなご指摘だと思うんですけれども、確かに液肥を使

っていただいている米もたくさんありまして、その部分については今のところ

残念ながら一般米扱いで農協のほうに引き取っていただいているというような

状況でございます。 

 できればそういうのも全部環のめぐみとして、特別栽培米として広く販売し

たいんですけれども、今のところ、現在の量、現在環のめぐみとして栽培して

いただいているところの量を販売するというところが今のところ量的にはそれ

が精いっぱいという状況でございますんで、議員ご指摘のように、せっかく液

肥を使ってそういうような特別栽培米という形でやっているんで、そういうこ

とについてはもう少し環のめぐみとしての販売先の拡大とか、町民の皆さんに

利用していただくとか、そういうことも含めて考えていかなければいけないの

かなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですね。 
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 ほかに質疑ございますか。９番、德永伸行議員。 

 

德永伸行議員  ８０ページの環境保全対策事業のところなんですが、水質検

査及び公害測定委託料１７１万９，０００円と出ていますけれども、これは今

までもあったんでしょう。それで、できれば測定地点の表示と、そのデータと

いうのは、もし今までのがあれば公表してもらえないかなと思いますが。 

 

議長  答弁を許します。中村環境課長。 

 

環境課長  德永議員のご質問に対しお答えさせていただきます。 

 水質検査の検査結果につきましては、毎年主要な施策の成果のほうに掲載を

させていただいているところでございます。住民の方々から求められれば、当

然その都度掲載をしておるという状況でございまして、随時必要な箇所に、要

求されればご報告を申し上げているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  ９番、德永伸行議員。 

 

德永伸行議員  分かりました。それじゃ、今年できれば私のところにもお願

いします。 

 それともう一つ、地球温暖化防止対策支援補助金というのが３３０万出てお

りますが、これの内訳があれば委員会のほうにお知らせいただければと思いま

すんで、よろしくお願いします。 
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議長  じゃそちらについては、予算審査の折によろしくお願いいたします。 

 ほかに質疑ございますか。 

 

    質疑なし 

 

議長  それでは、なきようでございますので、４款についての質疑を終結い

たします。 

 続いて、８３ページより、６款農林水産業費より７款商工費まで、順次説明

を願います。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費で５６９

万５，０００円をお願いしております。前年度比１２万５，０００円の増額と

なっております。 

 増額の要因として、農業委員会委員の改選により新委員の研修会参加に係る

旅費等によるものでございます。 

 主な支出項目は、農業委員１８名分の報酬４４４万４，０００円でございま

す。 

 ８５ページ、８６ページをお願いいたします。 

 ３目農業振興費１億１，４４６万１，０００円、前年度比２，９７４万１，

０００円の増となっております。 

 増額の主な理由は、水田農業担い手機械導入支援事業として、水田用乗用管

理機を導入するための予算を計上したことなどによるものでございます。 

 主な支出項目につきましては、土地利用型農業振興事業の水田農業推進協議

会の運営事務費補助４４７万４，０００円、農業農村の有する多面的機能を維
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持・発揮させるための共同作業を支援する多面的機能支払交付金事業として５，

１２５万８，０００円、水田農業転作作物振興支援事業補助金ほか１件、１９

８万円は町単独事業で行うもので、大豆及び麦の収穫助成のほか、新規作物の

導入支援や水田農業機械の導入支援に対する事業でございます。 

 水田農業担い手機械導入支援事業は３０９万円でございます。先ほど増額の

主な事由で述べました補助事業費でございます。 

 農業担い手事業において、新規就農者移住定住促進事業補助金４１０万円、

この事業は令和２年度より新たに創設した事業でございます。 

 事業概要は、ふるさと納税寄附金を活用した夢あふれるまちづくり事業採択

事業、新規就農者１００人育成プロジェクトとして２つのメニューとしてござ

います。 

 １つ目は、就農予定者定住促進事業で、町外から転入し、町内で営農しよう

とする新規就農予定者に定住に係る費用負担を軽減するための支援金を交付す

る事業、２つ目は、新規就農者転入促進事業、これは町外に在住し、町内で営

農している新規就農者に転入に要する費用負担を軽減するための支援金を交付

する事業で、いずれも新規就農者の定住及び営農活動の継続支援を図る目的で

創成した事業でございます。 

 農業次世代投資事業交付金は、３１件、３８人を見込んで４，４８７万８，

０００円、新規就農者機械共同利用支援事業補助金ほか１件として１７０万円

などを計上してございます。 

 続きまして、４目畜産費１６万６，０００円、前年度比２２万８，０００円

の減でございます。 

 減額の主な理由は、補助金、優良家畜導入支援事業の皆減によるものでござ

います。 
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 以上です。 

 

建設水道課長  ５目農地費１６４万４，０００円、前年度と比べ５万２，０

００円の増となっています。 

 次のページをお願いします。 

 支出の主なものとしましては、１８節の負担金補助及び交付金１３９万４，

０００円で、内容としては、説明欄にありますとおり、筑後川土地改良区ほか

水利関係団体への負担金となっております。 

 ６目地籍調査費７９７万２，０００円、前年度と比べ１４２万円の増となっ

ております。 

 支出の主なものとしましては、１２節委託料７６７万円で、内容としては、

測量業務並びに地籍図修正業務委託料となっています。申請に基づく官民境界

の復元や後退道路寄附のための測量業務が増加しており、当該分の委託料を増

額計上していることがこの目の増額の理由となっています。 

 以上です。 

 

産業振興課長  ７目土地改良費で９，６１７万５，０００円をお願いしてお

ります。前年度比７４万６，０００円の増額となっております。 

 増額の要因として、筑後川下流地域の市町において、国営水路に係る土地改

良施設維持管理を行っており、排水機場のオーバーホールの費用を予算化した

ことなどによるものです。 

 主な支出は、大木町土地改良区補助金元利償還金補助７，３１６万６，００

０円、それと事務費補助３１８万６，０００円、そのほか筑後川流域利水対策

協議会負担金等で３９５万円、水資源機構営筑後川下流用水事業建設費負担金
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等１，４４１万２，０００円などを計上しております。 

 続きまして、８目農業振興地域整備費で４３６万１，０００円をお願いして

おります。前年度比８３万８，０００円の増となってございます。これは、平

成３１年度から２年間をかけまして農業振興地域整備計画の全体見直しに着手

することとしており、平成３１年度、令和元年度は農地の地番の確認や農家ア

ンケート分析などの基礎調査を行っております。 

 令和２年度につきましては、整備計画の構想の検討及び計画策定業務を行う

こととしております。 

 以上です。 

 

建設水道課長   ９目クリーク管理保全対策費８，４２３万１，０００円、

前年度と比べ３，７９５万３，０００円の増となっています。 

 支出の主なものとして、７節報償費１０１万円は、地域でのクリーク雑草駆

除や町有水路管理委員への報償費です。 

 １０節需用費１４２万５，０００円は、雑草駆除用に配付する除草剤代やト

ラクターの消耗部品代、燃料費などとなっています。 

 １２節委託料６８８万１，０００円は、この後で述べる工事に際し、円滑な

施工のため建物への事前調査を委託するものや、町有水路の維持管理業務を委

託するもの等となっています。 

 次のページをお願いします。 

 １４節工事請負費４２０万円は、国の緊急自然災害防止対策事業を活用して、

大莞小学校周辺水路ほか１件の水路整備工事を実施するもの及び治水対策事業

として山ノ井川の樋管改修工事を実施するもので、これらの増額分が当該目全

体において前年度に比して増額している主な理由でもあります。 
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 １５節原材料費８８７万円は、地域で実施する水路補修作業に際し支給する

材料費等、それから１７節の備品購入費３９６万円は、支障木の伐採時、その

場で処理できる粉砕機の購入費用などです。 

 １８節負担金補助及び交付金は、花宗太田土木組合負担金などとなっていま

す。 

 １０目農地整備費１，５０２万円、前年度と比べ１，３６０万円の増となっ

ています。 

 支出の内容として、１８節負担金補助及び交付金で同額です。 

 内容の主なものは、県営事業となる次期農村総合整備事業の実施計画策定に

係る負担金で、この目が前年度に比して増額している理由でもあります。 

 以上です。 

 

産業振興課長  １３目施設園芸型農業振興事業費で１億３，５７２万９，０

００円をお願いしております。前年度比４３５万８，０００円の減となってお

ります。 

 減額の主な要因は、イチゴやアスパラガスなどの施設整備を図る活力ある高

収益型園芸産地育成事業において要望額が減少したことなどによるものでござ

います。 

 主な支出は、生産部会に対する特産農産物振興のための補助金として２００

万円、活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金１億８４７万８，０００円、

大木町産地パワーアップ事業費補助金２，５００万円などを計上しております。 

 １４目おしゃれなまちづくり事業費で２，３８２万円をお願いしております。

前年度比１１９万３，０００円の増となっております。 

 増額の要因は、道の駅おおき及び地域創業交流センターの指定管理に係る委
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託料で、人件費などによるものでございます。 

 この科目では、地産地消や六次化推進のための予算を計上しております。 

 主な支出内訳といたしまして、道の駅おおき及び地域創業交流支援センター

の指定管理料１，６９８万円、環のめぐみや環のかおりの地域内消費喚起と多

子世帯を応援する地産地消促進補助金３０１万３，０００円、９２ページの大

木町農産物加工促進補助金１００万円などを計上しております。 

 地域創業交流支援センター等管理運営委託に係る指定管理料及び農産物加工

販売施設管理に係る指定管理料につきましては、別途委託料明細書を配付して

おりますので、後ほどご覧ください。 

 ９１ページ、９２ページをお願いいたします。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費で２万５，０００円をお願いして

おります。職員旅費でございます。 

 ２目商工振興費で９，３３８万２，０００円をお願いしております。前年度

比２４２万１，０００円の減となっております。 

 減額となった主な要因は、住宅改修補助金１００万円、プレミアム付商品券

システム導入に係る委託料が皆減したことなどによるものでございます。 

 主な内訳につきましては、負担金で商工会への運営補助金７５０万円をはじ

め、住宅改修事業補助金２００万円、地域振興券事業補助金３００万円、中小

企業融資預託金利子補給補助金２７０万円、貸付金で中小企業融資の原資とい

たしまして金融機関に預入れを行います預託金７，５００万円などを計上して

おります。 

 ３目消費者行政費で３５万５，０００円をお願いしております。前年度比４

万円の減でございます。 

 主なものは、久留米広域消費生活センター負担金３０万４，０００円でござ
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います。 

 ４目地方創生費で３，２９３万２，０００円をお願いしております。前年度

比３，６３１万８，０００円の減でございます。 

 減額となった主な要因は、地域おこし協力隊員が３年間の任期満了等を迎え

たことから、同隊員に要する費用と宿泊整備事業費の皆減などによるものでご

ざいます。 

 ９３ページ、９４ページをお願いいたします。 

 主な支出内訳といたしまして、地域創成費でＷＡＫＫＡプロジェクトマネジ

ャー８名分の人件費を含む地域創業交流支援センター推進業務委託料といたし

まして２，７６１万２，０００円、町の事業に参加、協力した人にポイントを

付与し、町内で利用できる商品券と交換する地域ポイントシステムの保守管理

料１２４万６，０００円、地域ポイントシステムの運用に必要な端末機２台分

の予算といたしまして通信用機器購入費１９万１，０００円、行政ポイント事

業などのポイント還元に係る費用については、運営協議会を設置いたしまして、

その組織を母体としてポイント還元を図る予算として３３２万円を計上してお

ります。 

 なお、移住定住推進事業として地域おこし協力隊及び出会い応援事業を行っ

てまいりましたが、これまでの一定の効果などを踏まえ、新年度におきまして

は見送ることとしております。 

 以上でございます。 

 

議長  ここで、６款農林水産業費より７款商工費までについて質疑を行いま

す。質疑ありませんか。１１番、小畠裕司議員。 
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小畠裕司議員  １点お尋ねしたいんですが、８８ページの地籍調査費の中で、

委託料で、測量地籍図申請業務委託料というのが計上されてあります。課長の

説明の中では、４メートル未満の道路の道路後退部分の測量が増えたりとか官

民境界が増えているということで予算が上がってきているかと思います。 

 町の考え方として、これ、寄附採納が主なのか、自己管理が主なのか、これ

は個人が選択される部分であるかと思うんですけれども、原則寄附採納として、

町の道路として管理していただきたいと個人的には思っておりますが、町の考

え方としてはどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。 

 

議長  答弁を許します。川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  ご質問にお答えいたします。 

 先ほどご指摘ありましたとおり、寄附採納、後退道路における寄附について

は原則受け入れるということで考えております。 

 過去において、自己管理の選択をされて寄附を受けずに道路としての舗装等

ができていないという箇所は、今のところの私のほうでは把握はいたしており

ません。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですね。 

 ２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  商工振興費についてご確認いたします。 

 マイナス２４２万１，０００円の大きなものには、今年度されましたプレミ
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アム付商品券の発行の分が来年度にはついていなくて、今までどおりの地域振

興券に関してはこれまでどおりされているということでよかったでしょうか。 

 それと、これまでどおりの地域振興券であれば、その３００万というのは、

今年とちょっと比較が私、できていませんけれども、同じでよろしいでしょう

か。ご確認です。 

 

議長  答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ２番、野口議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、プレミアム付商品券の費用につきましてですが、平成３１年当初予算

におきましては、そのプレミアム付商品券を運営するためのシステムについて

の委託料がございました。その分についての皆減ということでございます。 

 それともう一点が、町の商工会が行っておりますプレミアム付商品券につい

ては今年度同額３００万ということでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。 

 では次、７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員 産業振興課にはなるべくボールは投げたくなかったんですが、

あえて聞かせていただきたいところがございます。 

 ８８ページの農業振興地域整備計画策定業務委託料、これ、先ほど課長の話

では２年で終わるというんですかね、計画をされていらっしゃるという話を伺

ったんですが、これ、話によれば結構大変な業務というふうに伺っています。
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職員さんの負担もかなり大きいものと想定しますが、２年できっちり終わると

いうことですかね。 

 

議長  答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ７番、益田議員の質問にお答えをいたします。 

 法手続も含めますと２年で終わらないということになります。 

 まず、今回２か年でやっているものにつきましては、まず基礎調査というも

のを今年度やらせていただいております。来年度につきましては、業務委託の

中でその農業振興地域の構想であったり、あと計画書の策定業務についてお願

いをいたしまして、早ければ令和３年度より法手続のほうに入っていくという

ことと、あとはちょっと難しいところが、やはり県の農業振興地域の指定も受

けておりますので、県との協議も必要になってございますので、最短でいけば

令和３年度中に縦覧、公告まで終わってというところになるかと思いますけれ

ども、その辺がどこまでいけるかというところはスピード感を持ってやりたい

と思いますが、検討の協議も整う必要がございますので、そのようなスケジュ

ールというふうになってございます。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですね。 

 ほかに質疑ございますか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  すみません、９４ページ、これは地方創生費の中で、地域操

業交流支援センターの推進業務委託料、２，７００万で、これは地方創生の活
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性化補助金ということで、たしかこれ、いつまでだったかということと、これ、

要は持続可能ないわゆる収益を目指してということで多分補助金が出ていて、

あとは恐らく、今３，０００万ほどずっと年間出ているんですけれども、これ

今、町長に聞いてもよろしいのかな、これに関しては要するにどういうふうな

考えでおられるか、ちょっと説明願いたいと思います。 

 

議長  それでは、答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  １０番、古賀議員の質問にお答えをいたします。 

 今回の委託料につきましては、プロジェクトマネジャーの人件費、それと事

業費ということでございますけれども、平成２７年度に策定いたしました大木

町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づきまして事業のほうを行っておりま

す。 

 その事業の期間でございますけれども、平成２７年度から令和２年度までと

なってございます。 

 その次期構想ということで、令和２年度中に６次の総合計画のほうも検討さ

れてございますけれども、そちらと併せて令和２年度中に戦略の計画につきま

しても策定し、令和３年度よりまた継続できるような形で行っていこうという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  確か、まち・ひと・しごとについては、国のほうはまた次期、
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いわゆるそういう政策をやるというふうに一部聞いているんですけれども、そ

ういう話でこれがまた申請できればいいんですけれども、若干心配なのは、そ

ういうふうにしなかった場合には、一般会計から要するに出すような話になる

とちょっと心配だなと思うものですから、ちょっと町長、そのところ。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  古賀議員のご質問の件でございますけれども、一応地方創生の事業

の一環として国のほうの補助をいただいてＷＡＫＫＡを立ち上げて、プロジェ

クトマネジャーを設置して、当初の目的であります地域産業活性化であるとか、

そういうことをやっていこうということで現在やっておるわけでございますけ

れども、今は確かに議員言われるように人件費分については助成があるという

形でやっておりますけれども、いつまでもあるということはまずないというふ

うに考えております。 

 おっしゃるように、じゃこれをずっと町費で人件費を補助していくかという

ことになってくると、それは多分難しいだろうというふうに思っておりますの

で、その分についてはもう、ＷＡＫＫＡを立ち上げて今度３年目になりますの

で、その辺については本当に今年度はある程度勝負の年かなと、そこら辺につ

いてはしっかり方向性を定めていかないといけないのかなと。 

 それはもう今後の助成がどうなるかというのが一つまたありますけれども、

やはり基本的にあそこでしっかりとした結果を出していく、その結果に対して

町が助成できる。結果が出ればもちろん町が一定の負担をするというのはいい

と思うんですけれども、そこら辺については新年度、令和２年度中にしっかり

とした方向性は出す必要があるというふうに考えております。これはしっかり
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やっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。５番、古賀靖子議員。 

 

古賀靖子議員  ９１ページの地方創生費のところなんですけれども、今回３，

６３１万８，０００円減で、地域おこし協力隊を募集していないということな

んですけれども、町の活性化のためにもこれは必要だと思っているんですけれ

ども、よろしいですか。お願いします。 

 

議長  それでは、答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ５番、古賀議員の質問にお答えをいたします。 

 先ほど説明いたしましたとおり、地方創生の中の費用においては、地域おこ

し協力隊についての事業化は今回見送るということでございます。 

 ２款４目で企画費の中で１名分だけ地域おこし協力隊員の分が事業化されて

いるかというふうに承知をしております。 

 それで、今回、昨日の補正の中でも少し話が出たかと思いますけれども、今

年度６名実際いらっしゃったんですけれども、２名の方が希望退任という形が

取られてあったりというところもございました。それと、今回３名の方が３年

間の任期を終えられまして、一応町内のほうに定住をされるということになっ

ておりますので、そちらの方の引き続き支援というか、そういったところをし

ていきたいというふうなことで考えております。 

 それとあと、移住定住促進といたしまして、相談事業も行っております。そ
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の中で、そういった、例えば町外から町内にちょっとこの辺で住みたいであっ

たりとか、こんな技術を持っているよというような方がもしあれば、そういっ

た方を地域おこし協力隊員という形で任命することはあるかと思いますけれど

も、この地域おこし協力隊も総務省が創設いたしまして結構時間たっておりま

すので、ある一定の、もともと定着される方は定着されている、または自分の

スキルアップであったりとか、自分が住みたい地域を探してちょっと動いてあ

る方もいらっしゃいますので、今年度につきましては、地方創生事業といたし

ましては地域おこし協力隊員の事業につきましては見送るということでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  すみません、ちょっと１２時超えちゃったんですけれども、

申し訳ございません。回答は要りませんので、各常任委員会のほうで検討いた

だければと思っております。 

 先ほど１回質問がありました８８ページの中の農業振興地域整備計画策定業

務のところなんですが、先ほど課長のほうがお答えしていただきました、これ、

農地法だけではなくて、まちづくりに非常に関わることなんで、土地利用計画

を基にした何らかの施策が要るんではないかというふうに考えている。農地法

だけでいくと、これ、基本ハードルが少し高過ぎるんじゃないかと思っていま

す。これは町長主導で何とかやっていただければというふうに考えております。 

 よろしくこれご検討お願いしたいのと、それから、９２ページのほうで中ほ
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どに住宅改修の助成金が１００万ほど、毎年３００万が１００万、減額になっ

たということになっております。これは、大木町の住宅改修で１００万減ると

なってくると、１０分の１の予算なので１，０００万ほどの商工業者の売上げ

が減るというふうに考えております。これは予算措置なので、もし枠が足らな

ければ補正予算でも上げていくという考え方でよろしいんでしょうか。そこだ

け１点だけお尋ねをしたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  １１番、小畠議員の質問にお答えをいたします。 

 住宅改修事業につきましては、議員ご指摘のとおり１００万円の減額をさせ

ていただいております。 

 この減額の理由につきましては、令和元年度事業につきましては予算３００

万計上いたしまして、予算のほうを頂いておったのでございますが、昨日まで

でいきますと１８０万円程度の執行になってございます。２月に予算編成をす

るに当たって、今年度の予算執行を見ながら、一応当初予算といたしまして２

００万円ということで計上をさせていただいております。 

 また、住宅改修につきましては災害等の台風災害ということで、そういった

ところもある可能性もございますので、またそのときを見ながらこの予算のご

相談をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 
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境町長  答弁は要らないということでございまして、本当は言わないほうが

いいのかもしれませんけれども、今回、農振地域の見直しということで予算を

お願いしていますけれども、土地利用に関しては本当に町の大きな課題である

と。 

 私個人としても、農振地域だけではやはり解決できない。そうなってくると、

やはりこれまでの土地利用の考え方を少し大きく変えないといけない。それは

簡単なことではないので、議会の皆さんたちとも本当に知恵を出し合って、ど

うすべきなのかということは早めに議論しないといけないことなのかなと。 

 もちろん、農地をむやみに開発するということはもちろんあり得ないと思う

んですけれども、やはり一定、必要な部分、宅地開発すべき部分であるとか、

そういう部分については少し整理をして可能性を探っていく必要があると思っ

ていますので、議員各位の今後のご協力というか、一緒に考えていただきたい

ということで述べさせていただければと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議長  ほかに質疑ございませんね。 

 

    質疑なし 

 

議長  それでは、これをもって質疑を終結いたします。 

 暫時休憩をいたします。再開を午後１時、１３時からとさせていただきます。 

 

 

休憩    １２時０４分 
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再開    １３時００分 

 

 

議長  それでは、再開をいたします。 

 引き続き、９３ページ、８款土木費より９款消防費まで順次説明を願います。

川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  ８款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費７，８２

３万７，０００円、前年度と比べ１，６３１万８，０００円の増となっており

ます。増額となった要因は、人件費の増額です。 

 支出の主なものとしては、右側説明欄、道路橋梁総務費において、１８節負

担金補助及び交付金５６万４，０００円で、各種道路団体への負担金となって

います。 

 ２目道路維持費７，８５０万２，０００円、前年度と比べ４，３３５万１，

０００円の増となっています。 

 次のページをお願いします。 

 支出の主なものとして、説明欄の道路維持費において１２節委託料６，３３

５万円は、町道の維持管理業務に係る作業委託費並びに道路台帳の補正業務委

託費などとなっています。 

 １４節工事請負費６，５００万円は、町内道路の舗装補修工事や予算の組替

えにより当該年度で実施する道路冠水対策としての舗装かさ上げ工事分を計上

しています。 

 当該経費の増額がこの目全体の前年度に対する予算増の理由となっています。 

 ３目道路新設改良費１億８６７万２，０００円、前年度と比べ２０５万４，
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０００円の増となっています。 

 右側説明欄にありますとおり、道路新設改良費において、主な支出としては、

１４節工事請負費４００万円、こちらはガードレールやカーブミラーなど交通

安全施設を地域の要望に基づき設置、更新するものです。 

 自転車歩行者道整備事業では、１２節委託料として２５０万円、道路工事に

よる損失発生時に対応できるよう建物事前調査業務を委託する費用を、次に１

４節工事請負費として５，０００万円、町道１０号線自歩道設置工事区間にお

ける橋梁の架替え工事等の費用を、また１６節公有財産購入費として６００万

円と、２１節補償補填及び賠償金として３，２００万円は、同じく町道１０号

線工事における用地費と補償費をそれぞれ計上しています。 

 狭隘道路整備等促進事業では、整備要望が上がっている堀田地区の狭隘道路

の整備工事費を１４節工事請負費に７０３万円、次期計画路線である上八院下

地区の整備に必要な用地購入費用を１６節の公有財産購入費へ１３１万円、そ

れぞれ計上しています。 

 未就学児等交通安全対策事業では、１４節工事請負費として３５０万円を計

上しています。昨年９月に実施した緊急安全点検において各施設から要望の出

た危険箇所について安全対策を施すための経費を計上しています。 

 最後に、この目全体で前年度当初に比して２０５万４，０００円の増となっ

ていますが、各事業において１４節工事請負費が増額または皆増していること

が主な要因となっています。 

 ４目橋梁長寿命化点検修繕事業費２，２５０万３，０００円、前年度と比べ

５５０万円の増となっています。 

 支出の主なものとして、橋梁長寿命化計画に沿った６０橋の点検業務の委託

費を１２節委託料に７００万円、次のページをお願いします、１橋の架替え工
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事費を１４節工事請負費に１，０００万円、架替え工事に伴う水道管移設工事

への負担金を１８節負担金補助及び交付金に５５０万円それぞれ計上していま

す。 

 ２項河川費、１目河川総務費、４３万６，０００円、前年度と比べ２万２，

０００円の減となっています。 

 支出の主なものとして、１８節負担金補助及び交付金４２万６，０００円は、

福岡県河川協会など団体への活動負担金です。 

 ３項都市計画費、１目公園費１，１４８万７，０００円、前年度と比べ１３

７万９，０００円の減となっています。 

 支出の主なものとして、１０節需用費２２３万４，０００円は、各公園にお

ける電気代や公園施設の修繕費用などです。 

 １２節委託料５５３万円は、各公園の管理業務や浄化槽管理業務に対する委

託費です。 

 １４節工事請負費３００万円は、石丸山公園内の水路補修工事費を計上して

います。前年度と比して工事請負費が減額していることがこの目全体での主な

減額理由となります。 

 ４項住宅費、２目空き家対策費２６４万７，０００円、前年度と比べ４万１，

０００円の減となっています。 

 支出の主なものとして、１８節負担金補助及び交付金２５０万円は、老朽空

き家の解体費用の一部を補助する事業の発生予算として申請を見越して計上い

たしております。 

 以上です。 

 

総務課長  ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、前年度比１７７万４，
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０００円減の１億５，２４３万円を計上しております。 

 減額の主な内容は、特殊車両整備事業及び職員の退職手当特別負担金などの

減額によるものでございます。 

 １００ページをお願いいたします。 

 負担金の内訳として、久留米広域消防特別会計予算の経常費負担金としまし

て１億２，６１３万７，０００円、それからこれまでの事業の起債の元利償還

金及び退職手当特別負担金合わせまして２，６３０万円でございます。 

 ２目非常備消防費、前年度比５５０万４，０００円増の４，０２７万２，０

００円を計上しております。 

 増額の主な内容は、大木町消防団が４年ごとに出場いたします福岡県消防ポ

ンプ操法大会に要する費用の増額によるものでございます。 

 非常備消防費では、消防団員報酬８６２万円、退職報奨金３００万円及び警

戒活動や訓練等の費用弁償４４５万８，０００円のほか、配備後２０年を経過

しました小型動力ポンプ付積載車１台の更新費用として７４６万６，０００円

など、合計３，４７０万５，０００円を計上しております。 

 ポンプ操法県大会出場費では、訓練費の費用弁償２８８万９，０００円のほ

か、結団式や慰労会などの賄い費９５万６，０００円、１０２ページをお願い

いたします、操法用のホース、給水管などの備品購入費６７万５，０００円な

ど、合計５５６万７，０００円を計上しております。 

 ３目消防施設費、前年度比１５万２，０００円増の５８３万５，０００円を

計上しております。 

 消防施設費では、消防サイレン専用回線占用料１７３万７，０００円、消火

栓の新設及び補修に係る水道事業への工事負担金２５０万円などを計上してお

ります。 
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 ４目水防費、前年度比３８万円減の４９万６，０００円を計上しております。

この費目は、発生予算として、風水害時の消防団の警戒出動及び水防資材など

の購入に係る予算を計上しております。 

 以上でございます。 

 

議長  ここで、８款土木費より９款消防費までについて質疑を行います。質

疑ありませんか。ないですかね。 

 

    質疑なし 

 

議長  それでは、これをもって質疑を終結いたします。 

 続いて、１０１ページ、１０款教育費より１４款予備費まで、順次説明願い

ます。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  １０款教育費、１項教育総務費、１目教育委

員会費１４１万円８，０００円、前年度比１１万４，０００円の減となってお

ります。教育委員会報酬が主な支出となります。 

 ２目事務局費、９，７３３万１，０００円、前年度比１，５３８万７，００

０円の増となっております。 

 増額の主な要因は、他の目で計上しておりました人件費について、この目に

集約したほか、不登校など特別に配慮が必要な児童・生徒への対応の強化を図

るため、指導主事を２人体制にするための費用などによるものです。 

 主な歳出として、次のページをお願いします。 

 事務局費６９０万４，０００円では、児童・生徒及び教職員の健康診断委託
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料２００万２，０００円を初め、スクールソーシャルワーカーや指導主事、Ｉ

ＣＴ教育支援のための学校訪問などで使用するための車両の購入費として１７

０万３，０００円、児童・生徒のけがなどの補償に備えるための共済掛金１３

２万８，０００円などを計上しております。 

 ３目教育力向上支援事業費６１１万８，０００円、前年度比６２万８，００

０円の減となっております。 

 主な歳出として、中学校での学習の支援を行うサポーターへの謝金１６８万

円のほか、外国語指導助手業務委託料４３５万６，０００円などを計上してお

ります。 

 ４目特別支援教育事業費５万３，０００円、前年度比５，０００円の減とな

っております。 

 主な歳出として、特別支援教育支援員などの費用弁償４万７，０００円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 ５目学校問題相談事業費８３１万２，０００円、前年度比４万４，０００円

の増となっております。 

 主な歳出として、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーへ

の謝金として、それぞれ２９０万円、２１６万円を計上しております。 

 各小学校に２名ずつ配置しております家庭教育支援員への報償費２４２万円

のほか、これまで配置しておりました学校問題研究相談員を廃止して、不登校

など特別に配慮が必要な児童・生徒に対してきめ細かに対応していくために、

教職員ＯＢ等によるスクールライフサポーターを新たに配置する費用として８

０万円を計上しています。 

 ２項小学校費、１目学校管理費７，８７８万３，０００円、前年度比２億４，

８９１万３，０００円の減となっております。 
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 減額の主な要因は、木佐木小学校校舎増築に係る工事費のほか、工事管理委

託料、用地購入費の皆減によるものです。 

 教育総務係が執行する学校管理費２，２５７万８，０００円の主なものは、

各小学校の校医、薬剤師の報酬２３４万２，０００円を初め、大溝小学校水辺

公園、トイレ浄化槽修理などの修繕料として３６９万２，０００円、教職員が

使用する校務支援システムに係るパソコン機器類のリース代７８５万４，００

０円、令和３年２月に竣工予定の木佐木小学校校舎増築に係る備品類の購入費

として３９６万３，０００円などを計上しております。 

 次に、大溝小学校が執行する学校管理費１，７８９万円の主なものは、次の

ページをお願いいたします。 

 令和２年度からスタートする新学習指導要領により改訂される教科指導書の

購入費を含む消耗品費５４０万４，０００円を初め、光熱水費４２７万３，０

００円、用務員委託料２００万６，０００円などです。 

 木佐木小学校が執行する学校管理費１，６４０万１，０００円の主なものは、

大溝小学校同様、教科指導書の購入費を含む消耗品費４８１万９，０００円を

はじめ、光熱水費３５３万円、用務員委託料１９８万４，０００円などです。 

 次のページをお願いします。 

 最後に、大莞小学校が執行する学校管理費１，３７７万円の主なものは、こ

れまで同様、教科指導書の購入費を含む消耗品費３２７万円を初め、光熱水費

３０３万円、用務員委託料２００万６，０００円などです。 

 ２目教育振興費１，３３１万９，０００円、前年度比２１８万２，０００円

の減となっております。 

 教育総務係が執行する教育振興費９４４万９，０００円の主なものは、新１

年生が入学時に購入するいわゆるお稽古道具について、保護者の経済的負担軽
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減を図るため、町で購入して貸与するための費用として４７万６，０００円を

計上しているほか、経済的に困窮している保護者に対する就学援助費８６１万

円を計上しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 各学校が執行する教育振興費については、教材備品購入費として大溝小学校

１９０万８，０００円、木佐木小学校１２６万８，０００円、大莞小学校７０

万円それぞれを計上しております。 

 ３目学童農園設置事業費４４万６，０００円、前年度比１万３，０００円の

減となっております。この目では、３小学校が設置しています学童農園の運営

に係る費用を計上しています。 

 ３項中学校費、１目学校管理費２，９６５万５，０００円、前年度比２９９

万７，０００円の減となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 教育総務係が執行する学校管理費３０３万４，０００円の主なものは、中学

校の校医、薬剤師の報酬８２万６，０００円のほか、グラウンドからの砂ぼこ

りが近隣の住宅に影響を与える問題を解決するため、防砂林の植樹工事費とし

て８０万円を計上しております。 

 次に、中学校が執行する学校管理費２，１０４万２，０００円の主なものは、

消耗品費２８０万９，０００円を初め、光熱水費４６５万円、用務員委託料２

１３万９，０００円、教職員が使用する校務支援システムに係るパソコン機器

類のリース代３０８万７，０００円などです。 

 ２目教育振興費１，２６９万９，０００円、前年度比１５９万６，０００円

の減となっております。部活に対する助成金、教育総務係が執行する教育振興

費９９９万９，０００円の主なものは、部活動に対する助成金８２万円のほか、
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経済的に困窮している保護者に対する就学援助費８４５万１，０００円などで

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 中学校が執行する教育振興費については、教材備品を購入する購入費用とし

て２７０万円を計上しています。 

 続きまして、４項社会教育費、１目社会教育総務費４，５５６万５，０００

円、前年度比３５４万２，０００円の増となっております。 

 社会教育総務費２０万１，０００円では、新たな取組として、社会教育に関

する専門的・技術的な助言指導に当たる役割を担う社会教育主事を計画的に育

成していくための費用として３万円を計上しております。 

 社会教育事業１７９万８，０００円の主なものは、地域学校協働活動事業の

コーディネーターへの謝金や成人式の記念品代です。 

 人権同和教育の推進２２万７，０００円の主なものは、次のページをお願い

いたします、夏休み期間中などを活用して、親子で人権教育を考えてもらうた

めのＤＶＤを購入する費用を計上しております。 

 ２目公民館費２３８万２，０００円、前年度比３９万７，０００円の減とな

っております。 

 公民館費では、各種セミナーや学習会への講師への謝金２５万６，０００円

のほか、地区公民館長４１名分の報償費１４７万６，０００円をそれぞれ計上

しております。 

 文化芸術活動支援事業４２万５，０００円の主なものは、久留米市と連携し

て行う芸術鑑賞事業に係る費用のほか、文化祭作品展示者への参加賞の購入費

です。 

 ３目青少年育成費１５９万６，０００円、前年度比２万円の減となっており
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ます。 

 主な歳出として、青少年育成町民会議の補助金１１６万円のほか、校区民協

議会及び少年補導員連絡会それぞれの運営支援に対する補助金です。 

 ４目文化財保護費７０万９，０００円、前年度比２０万８，０００円の減と

なっております。 

 主な歳出として、文化財表示看板等の修繕料１３万２，０００円のほか、次

のページをお願いいたします、久留米絣保存会負担金２１万円及び全国重要無

形文化財保持団体協議会負担金５万円をそれぞれ計上しております。 

 ５目図書情報センター施設管理費３７０万３，０００円、前年度比２７万２，

０００円の減となっております。 

 主な歳出として、館内の照明器具修理などの修繕料４５万５，０００円のほ

か、エレベーター保守点検委託料７７万５，０００円、清掃管理委託料１８４

万８，０００円を計上しております。 

 ６目生涯学習まちづくり推進費１，５００万円、前年度比２万４，０００円

の減となっております。 

 図書情報センター運営費１，１７７万４，０００円の主なものは、新聞、雑

誌の購入費を含む消耗品費２０９万円のほか、図書館システム機器保守委託料

１３３万６，０００円、同リース代８０万１，０００円、図書資料購入費４８

０万円などです。 

 子どもの読書推進事業では、ブックスタート事業に係るボランティアに対す

る報償費１５万６，０００円のほか、次のページをお願いします、ブックスタ

ート用絵本等購入費を含む消耗品費２０万５，０００円です。 

 町民協働・文化活動推進事業では、図書情報センターを核とした周辺一帯の

魅力をさらに高めていくためのプランづくりに関わっていただく専門家などへ
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の報償費２９万４，０００円のほか、ホールイベント企画運営委員会の負担金

１８０万円を計上しております。 

 ５項保健体育費、１目保健体育総務費２，２４７万９，０００円、前年度比

２４万８，０００円の増となっております。保健体育総務費１３７万５，００

０円の主なものは、プリンターインクやロール紙などの消耗品費４４万３，０

００円、複写機使用料２２万２，０００円などです。 

 次のページをお願いします。 

 指導者育成事業では、スポーツ推進委員２０名分の年報酬６４万円のほか、

地区体育部長会議を含む費用弁償１９万２，０００円です。 

 青少年総合型体験事業では、子どもスポーツ教室等の委託料５４万４，００

０円、小学生宿泊自然体験事業委託料３８万３，０００円をそれぞれ計上して

おります。 

 体育協会支援事業では、町体育協会への補助金として５２０万３，０００円

を計上しております。 

 スポーツ大会運営事業２６万５，０００円の主なものは、各種大会に協力し

ていただいた方に対する報償費を計上しております。 

 パラリンピック競技大会記念事業では、聖火リレーフェスティバルを実施す

るための委託料として２３万円を計上しております。 

 ２目保健体育施設費２億８，１１９万４，０００円、前年度比２億５，０２

０万６，０００円の増となっております。 

 増額の主な要因は、総合体育館大規模改修工事によるものです。 

 主な歳出として、保健体育施設一般経費では、総合体育館や運動公園などの

光熱水費９７６万８，０００円をはじめ、運動公園の浄化槽等に係る修繕料１

５５万円、総合体育館大規模改修工事に係る工事管理業務委託料３２８万９，
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０００円、総合体育館大規模改修などの工事費２億５，７１８万６，０００円

などです。 

 総合体育館施設管理費５８８万円の主なものは、清掃業務委託料１５８万４，

０００円、シルバー人材センターに委託する施設管理委託料２４５万６，００

０円です。 

 運動公園施設管理費２０１万４，０００円の主なものは、次のページをお願

いいたします、シルバー人材センターに委託する施設管理委託料１３５万４，

０００円です。 

 続いて、６項学校給食共同調理場費、１目調理場管理費８，８６８万４，０

００円、前年度比３２３万４，０００円の増となっております。調理場管理費

２，８７３万２，０００円の主なものは、洗剤や食器などの消耗品費２７３万

２，０００円をはじめ、燃料費３１３万３，０００円、光熱水費５２９万４，

０００円、次のページをお願いいたします、作業環境の改善を図るために移動

式スポットクーラーのリース代として６万９，０００円、既設の老朽化したス

ポットクーラーの取換工事１９６万円のほか、保護者の経済負担の軽減を図る

ための学校給食費助成金７１５万円を計上しております。 

 以上です。 

 

会計課長  １２７、１２８ページをお願いいたします。 

 １２款１項公債費、１目元金４億５，４４６万円、前年度と比べ１，９４０

万５，０００円の増となっております。 

 ２２節償還金利子及び割引料は同額です。 

 増額の主な要因としましては、毎年臨時財政対策債の元金償還が増えている

ためでございます。 
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 ２目利子３，０３６万７，０００円、前年度と比べ６３８万３，０００円の

減となっております。 

 ２２節償還金利子及び割引料は同額でございます。 

 １１款１項１目予備費は、前年度と同額を計上しております。 

 以上でございます。 

 

議長  ここで、１０款教育費より１４款予備費までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。１番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  １２４ページなんですが、指導者育成事業というところでス

ポーツ推進委員報酬とあるんですが、このスポーツ推進委員のことをちょっと

詳しくお教えください。どういった方々が何人ぐらいいらっしゃるかで結構で

す。 

 

議長  答弁を許します。野田生涯学習課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 スポーツ推進委員については２０名いらっしゃいます。町民の方で、やはり

スポーツ、そういったものに造詣の深い方に教育委員会が委嘱する形でお願い

をしております。年齢的には、今のこのスポーツ推進委員の委員長、山浦委員

長のほうが六十数歳で、一番若い方で２０代の前半ぐらいまで幅広く推進委員

の方いらっしゃいます。 

 以上です。 
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議長  よろしいですね。 

 ほかに質疑ございますか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  お尋ねしたいと思います。 

 ちょっと僕の聞き損じかもしれませんけれども、１０４ページの中で、１７

節の備品購入費で１７０万３，０００円、車両購入費というふうに言われてあ

ったかと思うんですけれども、これは町長が推進される地球温暖化の非常事態

宣言のための電気自動車なんでしょうか。お尋ねします。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 今回、車両購入費として計上している経費については電気自動車ではござい

ません。通常の軽ワゴンタイプの標準的なタイプのやつを諸経費込みで予算計

上させていただいております。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  意見なんですけれども、せっかく非常事態宣言されたんで、

前向きに検討していただければと思っております。 

 

議長  それでは、続いて、２番、野口裕子議員。 
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野口裕子議員  小学校、中学校負担金、１１４ページでは、中学校にはなり

ますけれども、教科等研究会負担金、この内容、この件についてお伺いしたい

と思います。 

 

議長  詳細ということですね。 

 

野口裕子議員  詳細です。 

 

議長  それでは、１１４ページの負担金、教科等研究会負担金１万８，００

０円のところで間違いないですかね。 

 それでは、答弁を許します。北原教育長。 

 

教育長  それでは、２番、野口裕子議員のご質問にお答えいたします。 

 私もちょっと中学校の研究組織の詳しい領域までは把握しておりませんが、

それぞれ国語や数学や英語、教科の研究組織がございまして、それぞれ先生方

はその研究組織に加盟しているわけで、それに対する研究助成といいますか、

そのための各自治体から提起して研究組織を運営する費用という認識をしてお

ります。 

 

議長  ２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  関連してですけれども、小学校ももちろん負担金を出してあ

りまして、大莞小学校１，０００円、木佐木小学校２，０００円、大溝小学校
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が３，０００円ということになっているかと思いますけれども、この金額で研

究が十分にできているのかというちょっと心配がありますけれども、いかがで

しょうか。 

 

議長  答弁を許します。北原教育長。 

 

教育長  ２番、野口裕子議員のご質問にお答えします。 

 これは、それぞれ各学校から、学校長から請求があったものを踏まえて予算

化したものでありましたので、それぞれ各学校長は研究組織の内容とか、状況

を踏まえて請求があった。それを予算化していると認識しております。 

 

議長  十分効果は出るということで。２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  本当にこれ、この金額で研究がうまくいくのかなという心配

があります。学校のほうにももう一度しっかり考えてもらって、先生が少ない

から研究費が少ないとか、そういう形ではなく、内容にもよるかと思うんです

けれども、せっかくのこの負担金がうまく活用されるようなことを考えていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

 

議長  北原教育長。 

 

教育長  重ねてご質問に答弁いたします。 

 先生方の研究助成のためには講師謝金というものも教育委員会では予算化し
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ておりまして、それぞれ学校の規模に応じて指導に長けた先生をお招きして、

先生方の授業力を上げる、伸ばす、校内研修が効果的に進められるように、そ

れぞれ学校規模に応じて講師謝金というのもそれぞれ予算化しているところで

す。 

 以上です。 

 

議長  ほかに。３番、原田勝議員。 

 

原田勝議員  １２８ページ、スポットクーラーリース料及び空調設備工事が

１９６万ですかね、これは学校給食センターのエアコンというか、空調設備を

大々的に変えるということなんでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 先ほどもご説明したかと思いますけれども、現在ある既設している分が老朽

化しておりまして、それを新しく取り換える工事費として計上させていただい

ております。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。３番、原田勝議員。 

 

原田勝議員  そうしたら、全体的に学校給食センターの空調設備が改善する

という、新しく変わるというわけじゃないんですよね。 
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議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 

 

学校教育課長兼生涯学習課長  古くなったものを新しく取り換えますので、

その分の性能は高まるかとは思いますが、調理場全体を冷やす設備ではござい

ません。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですね。 

 ほかに質疑ございませんか。７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  毎年思うんですが、本当学校教育課と生涯学習課に関しまし

ては、この予算書、３０ページ近い、お一人でされていらっしゃるのは大変苦

労されていらっしゃって、気苦労されているのを拝察いたします。 

 そういったことを踏まえて、あえて聞くのも何ですが、１１６ページのこの

町ＰＴＡ連絡協議、今年は２つ出ているんですよね。例年から、これはもう私

よりも代々先輩の小畠議員からずっとＰＴＡの気苦労の話をずっと聞かされて

いることと思います。ＰＴＡの方々はボランティアで大変な思いをされていら

っしゃると。３２万はいかがなものかと。ずっと要望を出していて、初めて下

のところに、見たこと、出していらっしゃいましたかね、これは。この８万円

というのを初めて見たんで、これを改めてちょっと聞かせていただきたいんで

すが。 

 

議長  答弁を許します。野田学校教育課長。 
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学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたしたいと思います。 

 この町Ｐへの補助金については、議会のほう、文教厚生のほうからでも増額

すべきじゃないかというようなご意見を頂いております。それで、一応町Ｐの

役員の皆さん方と意見交換をさせてもらったり、あと町Ｐの会長とも少し話合

いを持たせていただいております。今のところ、活動する上で予算的なものが

制約になっているかというと、そこまでないというような話をいただいており

ます。 

 実は私も長らくＰＴＡを、会長等もさせていただいて、活動の内容について

は十分承知しているところでございます。 

 それで、今後活動する上で、やはりもっと活動が充実した場合に必要になっ

たときに何らかの支援ができるようにということで、取りあえず補助金として

は３２万円のまま、新たにこういった研修等、いろいろな活動をする上で、必

要になった分については別途予算を計上させてもらって助成するという形を取

ったほうがいいんじゃないかということで、そういった形で今回計上させてい

ただいているところです。 

 以上です。 

 

議長  ７番、益田隆一議員。 

 

益田隆一議員  本当これはもうお礼というか、ちゃんと言っていた分がこう

いった形として出てきて、たかだか８万円じゃないですけれども、８万円と言

ってきたことが形として出てきたというのは物すごくありがたい話でありまし

て、これはＰＴＡを代表して私が言うわけじゃないんですが、やはり保護者の
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方々は本当やってくれたという、話が長くなりますね、本当言ったことが形と

してできたというのは物すごく賞賛すべきことかなと思いますんで、是非また

委員長報告でもきっちり報告させていただければと思いますんで、よろしくお

願いいたします。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  すみません、一遍に聞けばよかったんですけれども、最後に

１点だけお尋ねしたかったんですが、１１４ページの中で、上のほうで学校管

理費の教育総務係か、工事経費の中で植樹工事ということで、中学校のグラウ

ンドの砂ぼこりの対策のために木を植えますよという話だったんですけれども、

これは毎回中学校、それからＰＴＡの役員さんの方々から井戸を掘ってくれと

いうことで要望が上がっていたかと思います。 

 予算を見ると８０万という金額なんで、単純に言って井戸は１メートル当た

り１万円から１万円ちょっとぐらいで、３０メートルも掘れば十分出るんじゃ

ないかという感覚ではいるんですけれども、この金額があれば井戸工事のほう

がいいんじゃないかなという気がしてならないんですけれども、ただ植樹とな

ってくると、町長が言っていらっしゃる二酸化炭素の排出量を抑えるために植

樹するのかなという感覚ではいるんですが、どちらかというと水まきのほうが

いいんではないかと思っておりますが、そこら辺をどうお考えなのかお尋ねし

たいと思います。 

 

議長  選択された理由ですね。答弁を許します。野田学校教育課長。 

 



93 

学校教育課長兼生涯学習課長  ご質問にお答えいたします。 

 今回、この植樹をすることについては、前の町長石川潤一さんのほうが少し

親戚関係もあの辺にあられるということもあって、何か相談を受けてあったみ

たいです。 

 それで、私どももそういう、特に体育祭時期が北風でかなり砂ぼこりが立つ

ということで、そういった苦情が上がっていることも承知しておりましたので、

何か対策がないかというところで、木を植えたほうがいいんじゃないかという

ことで、あらかじめ造園業者の方も、確かに砂ぼこりというのは高く上がらず

に２メートル程度なんだということで、一応高木と中木と低木とうまく組み合

わせればかなり防げるというような考え方をお聞きしましたので、そういった

ことで石川さんのほうも地元をそれで説得してくるということを言っていただ

きましたので、そういった経緯から最終的に植樹をするという形で計上させて

いただいております。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  内容は理解できました。ただ、植樹をするにしても、その後、

やはり水が、水分が木にも必要かと思いますので、後々井戸を掘る計画を立て

ていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

議長  要望ということで。 

 ほかに質疑ございませんか。 
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    質疑なし 

 

議長  なきようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

 以上で、歳出に関する所管課長の説明を終わります。 

 続いて、１１ページ、歳入の説明を所管課長に求めます。的場会計課長。 

 

会計課長  それでは、歳入予算の説明をいたします。 

 予算書１１ページ、１２ページをお開きください。 

 １款町税、１項町民税、１目個人５億３，４００万円、前年度と比べ１，０

００万円の増です。 

 ２目法人４，５００万１，０００円、前年度と比べ同額です。 

 ２項１目固定資産税６億５，５００万円、前年度と比べ同額です。 

 ２目固有資産等所在市町村交付金及び納付金３６９万３，０００円で、前年

度同額でございます。県営大木団地に係る固定資産税分を計上しております。 

 ３項１目環境性能割１２０万円、前年度と比べ３５万円の増です。 

 ２目種別割４，７１０万円、前年度と比べ２００万円の増です。 

 ４項１目町たばこ税８，６００万円、前年度と同額でございます。 

 ２款地方譲与税７，５００万円、前年度と比べ２４６万５，０００円の増で

す。 

 以下、９款まで、国によって示される地方財政計画に準じて計上しておりま

す。 

 ３款利子割交付金１００万円、前年度と比べ８万円の減です。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４款配当割交付金４００万円、前年度と比べ１００万円の増です。 
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 ５款株式譲渡所得割交付金２００万円、前年度と同額を計上しております。 

 ６款法人事業税交付金２９４万３，０００円、地方法人税が引き上げられ、

法人住民税の率が引き下げられました。これに伴う減収の措置として法人事業

税交付金が新設されたものでございます。 

 ７款地方税交付金２億７，０００万円、前年度と比べ４，０００万円の増で

ございます。 

 ８款環境性能割交付金２，０００万円、前年度と比べ１，２００万円の増で

す。 

 ９款地方特例交付金１，４７０万円、前年度と比べ５８５万円の増です。 

 １０款地方交付税１５億円、前年度と比べ１億４，０００万円の増です。地

方財政計画に基づき計上しております。 

 １１款交通安全対策特別交付金２４０万円、前年度と比べ１０万円の減です。 

 １２款分担金及び負担金、次のページをお願いいたします、２項負担金、１

目民生費負担金２，２５７万９，０００円、前年度と比べ３，１８６万７，０

００円の減でございます。主な理由としましては、１節児童福祉負担金で、私

立保育料が３歳児から５歳児までの園児の保育料が無償になったためでござい

ます。 

 １３款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料７６万円、前年度と

同額です。行政財産目的外使用料を計上しております。土地改良事業や諸団体

庁舎西別館の使用料などでございます。 

 ２目民生使用料７２６万６，０００円、前年度と比べ１，４０５万６，００

０円の減でございます。 

 減となった理由としましては、１節児童福祉費使用料で町保育料が３歳児か

ら５歳児までの園児の保育料が無償になったためでございます。 



96 

 ３目衛生使用料１５万円、前年度と同額でございます。 

 ４目土木使用料５５４万８，０００円、前年度と比べ１７万２，０００円の

減です。水面使用及び管理道路占用料を計上しております。 

 ５目教育使用料１４４万２，０００円、前年度と比べ４８万７，０００円の

減です。総合体育館使用料や学校などの公共施設の使用料を計上しております。 

 ２項手数料、１目総務費手数料５４８万円、前年度と比べ５，０００円の増

です。主なものとして、戸籍手数料４７２万８，０００円を計上しております。 

 ２目民生手数料１，０００円です。児童手当支給証明手数料として計上して

おります。 

 ３目衛生手数料２，０４３万２，０００円、前年度と比べ２２万５，０００

円の増でございます。主なものとして、塵芥処理手数料２，００７万５，００

０円を計上しています。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４目農林水産手数料５万６，０００円、前年度と比べ１，０００円の増です。

農業証明などの手数料を計上しております。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金６億２，８１９

万７，０００円、前年度と比べ５，２０４万４，０００円の増です。主なもの

としまして、施設型給付費負担金２億６，３８７万８，０００円、障害福祉サ

ービス等負担金１億５，１９７万円、児童手当負担金１億９，２０９万７，０

００円を計上しております。 

 また、この目で増の大きな要因となったものとして、施設型給付費負担金で

保育所の無償化に伴うものでございます。 

 ２目衛生費国庫負担金２２８万５，０００円、前年度と比べ９万４，０００

円の増です。 
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 ２項国庫負担金、１目総務費国庫負担補助金２，１０４万３，０００円、前

年度と比べ１，７４７万８，０００円の増です。マイナンバーカード関連事業

が増加の要因となっております。 

 ２目民生費国庫補助金３，７７９万７，０００円、前年度と比べ約４８万１，

０００円の増です。主なものとして、放課後児童健全育成事業補助金１，４６

０万８，０００円を計上しております。 

 ３目衛生費国庫補助金８７６万円、前年度と比べ１５５万９，０００円の増

です。主なものとして、合併処理浄化槽の設置事業費補助金８０４万９，００

０円を計上しております。 

 ４目土木費国庫補助金６，５２８万５，０００円、前年度と比べ１，６４９

万円の増です。右の説明欄の交付金事業において採択を見込み計上しておりま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 ５目教育費国庫補助金２９万１，０００円です。前年度と比べ１，３５０万

５，０００円の減でございます。 

 １節小学校補助金５万１，０００円でございますが、昨年度、学校施設環境

改善交付金が皆減となったため、この目での減の大きな要因となっておるとこ

ろでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金１４万６，０００円、前年度と同額でござい

ます。 

 ２目民生費委託料３１７万円、前年度と比べ９万９，０００円の減でござい

ます。右の説明欄にあるとおり、２つの事務について委託金をそれぞれ計上し

ております。 

 １５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金３億３，２４６万７，
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０００円でございます。前年度と比べ３，４０８万２，０００円の増でござい

ます。 

 この目での増の要因としましては、１節児童福祉費負担金の施設型給付費負

担金、保育料の無償化に伴うものや、１２節障害者自立支援給付費負担金で、

障害者福祉サービス費等負担金が挙げられます。 

 ２目衛生費県負担金３０万円、前年度と同額でございます。未熟児養育医療

費に係る負担金を計上しております。 

 ３目県事務費移譲交付金３３万８，０００円、前年度と比べ１，０００円の

増です。市町村権限移譲事務に係る交付金を計上しております。 

 ２項県補助金、１目総務費県補助金２，０４１万２，０００円、前年度と比

べ５３０万６，０００円の減でございます。主なものであります地方創生推進

交付金１，９４４万８，０００円が前年度と比べ減額となっており、そのまま

減額の要因となっているところでございます。 

 ２目民生費県補助金８５３万円でございます。前年度と比べ７０万３，００

０円の増です。 

 １節社会福祉補助金として２５２万６，０００円、次のページをお願いいた

します、２節子ども医療費補助金として１，９８２万円、３節重度障害者医療

費補助金として１，５５８万９，０００円、４節ひとり親家庭等医療費補助金

として４６４万４，０００円、５節児童福祉費補助金として３，８００万１，

０００円、８節地域生活支援事業費等補助金４６６万２，０００円、９節福岡

県自殺対策強化交付金１３万８，０００円をそれぞれ計上しているところでご

ざいます。 

 ３目衛生費県補助金１，０４３万６，０００円、前年度と比べ４３万８，０

００円の減でございます。主なものとしましては、合併処理浄化槽設置事業費
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補助金９８３万９，０００円を計上しております。 

 ４目農林水産業費県補助金２億２，５６０万２，０００円、前年度と比べ１，

４９０万７，０００円の増でございます。説明欄、上から６番目の日本型直接

支払推進交付金３，９３５万６，０００円が前年度と比べ増となっており、こ

の目についての増の主な要因となっているところでございます。 

 ６目土木費県補助金１５万円は、前年度と同額です。 

 ７目教育費補助金１４７万７，０００円、前年度と比べ５万円の減です。 

 次のページをお願いいたします。 

 ３項委託金、１目総務費委託金２，４９５万４，０００円、前年度と比べ６

４７万１，０００円の減でございます。主なものとしましては、１節町税費委

託金として、個人住民税徴収取扱費交付金１，９７９万円を計上しております。 

 ３節統計調査委託金で、国勢調査市町村交付金４９２万１，０００円は皆増

でございます。この目での減額となった理由としましては、国勢調査市町村交

付金が皆増となる一方、昨年度実施されました県知事、県議及び参議院選挙に

係る交付金が皆減となったためでございます。 

 ２目民生費委託金１万２，０００円、前年度と同額です。 

 １６款財産収入、１項財産収入、運用収入、１目財産貸付収入３，１３８万

２，０００円、前年度と比べ２７３万９，０００円の増でございます。通信ケ

ーブル貸付収入２，９５６万７，０００円を計上しております。 

 ２目利子及び配当金４５０万３，０００円、前年度と比べ９９万８，０００

円の減でございます。定期及び預金利子の見込額を計上しております。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入１７４万３，０００円、前年度と比

べ８２万５，０００円の減です。主なものとしては、町有水路埋立払下げ収入

１７４万２，０００円を計上しています。 
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 ２目物品売払収入については、昨年と同額でございます。 

 １７款寄附金、１目一般寄附金については前年度と同額でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２目総務費寄附金１億６，１５６万４，０００円、前年度と比べ４，８１７

万円の増でございます。ふるさと納税を見込み計上しております。 

 ３目民生費寄附金及び４目教育費寄附金につきましては、前年度と同額でご

ざいます。 

 １８款繰入金、２項基金繰入金４億１，５２０万円、前年度と比べ２億１，

１８０万円の減でございます。財政調整基金の繰入れを３，１００万円、大木

町公共施設整備基金からの繰入れを９，７００万円、大木町夢あふれるまちづ

くり基金からの繰入れを８２０万円それぞれ計上しております。 

 １９款１項１目繰越金３，０１５万円、前年度と比べ３６１万９，０００円

の増です。前年度の繰越金でございます。 

 ２０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金については前年度と

同額で、延滞金として８０万円を計上しております。 

 ２項１目町預金利子については前年度と同額です。 

 ４項貸付金元利収入、１目中小企業融資資金貸付金元利収入７，５００万７，

０００円でございます。前年度と同額を計上しております。 

 ５項雑入、１目弁償金については前年度と同額です。 

 ２目雑入９，６３８万９，０００円、前年度と比べ３１万９，０００円の増

です。 

 主なものとしまして、次のページをお願いいたします。 

 説明欄上のほうから１０番目の福岡県介護保険広域連合負担金１，７４６万

円、またそこから７つ下になります介護保険地域支援事業交付金５，４１８万
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８，０００円などがございます。 

 ３目過年度収入については、昨年と同額です。 

 ２１款町債、１項町債、１目臨時財政対策債１億５，５００万円、前年度と

比べ３，８００万円の減です。国が示した地方財政計画に基づいて計上してお

ります。３目の衛生費から７目の教育債まで５件の事業の財源として記載する

こととし、計上をしているところでございます。 

 全体としましては、１目の臨時財政対策債を含めた合計で５億６，６００万

円、前年度と比べ１億９，０６０万円の増となっております。 

 以上で歳入予算の説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  ２４ページの中で、財産売払い収入、不動産売払い収入の中

で、町有水路の埋立払下げ収入というのが１７４万２，０００円ほど上がって

おります。これは具体的に分析なり何なりが上がってきてこの数字が出てきて

いるのかなと思っておりますが、ほかにも埋め立ててまだ払下げになっていな

い部分、これは以前、三、四年ぐらい前の議会でも指導があったのかな、議会

で指導があったというのはちょっと言い方がおかしいんでしょうけれども、払

下げの部分が、埋め立てた部分があるんであれば払下げをするようにというこ

とでなっていたかと思いますが、これで完璧に払下げが行われるとはちょっと

思っていないんですけれども、残っている部分、これがどれぐらい、予測で構

いませんので、この倍ぐらいあるのか、３倍ぐらいあるのか、どれぐらいある

のか、感覚的でよろしいので教えていただければと思いますが。 
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議長  答弁を許します。川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  お答えいたします。 

 申し訳ありません、私のほうで感覚的に答えられるような情報を持ち得てお

りませんので、ご指摘のいわゆる過去において水路払下げ事務を行ったあるい

は測量を行ったところで払下げ予定地が確定しているものと、実際に調定を上

げて払下げに応じてもらえずに、調定未収額として残っているものとの区別は

つけた上でその数字は出せるかと思います。 

 それから、全体的にということになりますと、測量等行わずに面工事だけ終

わっているところもあるかと思いますので、そこがどのぐらいかというところ

まで正確にお答えできるかどうかというのはちょっと調べてみないと分からな

いんですが、取りあえずは分かる範囲で、お答えできる範囲で後半の本会議の

中でお示ししたいと思っております。 

 以上です。 

 

議長  では、後ほどお知らせをいただくということで。１１番、小畠裕司議

員。 

 

小畠裕司議員  全体会議の中ではなくて、総務建設常任委員会のほうで報告

いただければと思っております。 

 それから、払下げの分で、今未確定の部分で払下げには応じていただけない

部分とかがあるというお話だったんですけれども、なかなかこの払下げの条件

として、クリークの官民境界をやった上で、どこそこに印鑑もらわなきゃいけ
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ないとか、いろいろな作業の煩雑さがあるかと思うんですよ。その辺をもうち

ょっと簡単にできないものなのか。せっかくクリークのまち大木町ということ

でうたっていらっしゃいますので、クリーク整備を肝腎なところで、ここをも

う少し力を入れて整備していただけるといいんじゃないかなと思っております。

これは意見としてお願いいたします。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  予算審査、初めて今日、歳入にしておりますけれども、町税

１１ページになります。 

 個人というか、町税が今年度比較で１，２３５万の増という、この計算の仕

方というか、どういう流れで増になるのかをちょっと教えていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

議長  答弁を許します。杉税務町民課長。 

 

税務町民課長  ２番、野口議員のご質問にお答えいたします。 

 町税が今回対前年比較で１，２３５万円の増ということで予算を計上させて

いただいております。その中で、増額になっているのが町民税の個人分と軽自

動車税ということで上げさせていただいておりますけれども、おのおの説明い

たしますと、町民税に関しましては、令和元年１月から１２月の収入に対して

課税する町県民税という形になりますけれども、元年中の経済状態といいます

か、サラリーマンの方の給料のアップなり、ボーナスの一時金の上げ幅なり、

そういうのを勘案して、もう一年前の年とどうだったのかという部分を比較さ
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せていただいて、今現在、令和元年度課税分がどんどん入ってきていますけれ

ども、もう既に収入済みの額がある程度予算額を超えるぐらいの収入が入って

おります。そこら辺も勘案して、この令和２年度は１，０００万は収入として

見込めるんじゃないかという部分で、１，０００万円の増ということで予算を

上げさせていただいています。 

 続きまして、軽自動車税に関しましては、ここで２３５万円の増額というこ

とで上げさせていただいておりますけれども、軽自動車が今制度の改正があり

まして、税額が上がっています。以前は軽自動車１台７，２００円の税額だっ

たんですけれども、今１万８００円ということで、新車に買い直すと、大体今

までは７，２００円だったのが１万８００円になっているということで、ずっ

と買替えが進むにつれて税額が増えていくという、まだ移行段階というか、ず

っと買替えが進むと増えるという部分と、１３年を経過した分の軽自動車に関

しても従価税率が課税されますんで、１万２，９００円の税額になるというこ

とで、その分がどんどん増えていきますんで、令和２年度に関しては種別割で

は２００万、それと環境性能割のほうで３５万円の増額を見込んでいるという

形での予算計上になっています。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。 

 ほかに。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員 ２５ページの１８款になるんですかね、要は繰入金で基金から

の繰入金はいわゆる減っている、２億１，１００万。これで２１款かな、町債

のほうは１億９，０００万円ほど増えているんですけれども、ざっとでいいで
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す、ここら辺をちょっと教えていただけませんか。 

 

議長  答弁を許します。的場会計課長。 

 

会計課長  町債が増えている事業につきましては、町が実施する普通建設事

業に充てる一般財源の分を充てる予定としまして町債のほうが増えているとい

うことでございます。 

 また、基金の繰入金については、これまで普通建設事業費については公共施

設整備基金から充てていたんですけれども、その部分を起債から賄うというこ

とで基金の繰入金については減額しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議長  暫時休憩いたします。 

 

 

休憩      時  分 

再開      時  分 

 

 

議長  再開いたします。 

 答弁を許します。的場会計課長。 

 

会計課長  古賀知文議員のご質問に対してお答えいたします。 

 今回、工事に関しては、通年、一般財源のほうからの基金、公共施設整備基
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金のほうから充てていたんですけれども、今回国のほうから起債に対する優遇

措置のほうが図られておりまして、そちらのほうをうまく活用して、財政運営

上、これが有利な方向ということで判断いたしまして、起債のほうで対応した

次第でございます。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。ほかに質疑ございますか。 

 

    質疑なし 

 

議長  なきようでございますので、歳入に関する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案については、予算審査特別委員会を設置したいと思

います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 予算審査特別委員会を２委員会に分けて設置いたします。総務建設産業常任

委員会を第１予算審査特別委員会、文教厚生常任委員会を第２予算審査特別委

員会として、議案の審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第１５号令和２年度大木町
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一般会計予算については、各予算審査特別委員会に付託することに決定しまし

た。 

 暫時休憩をいたします。再開を２時２０分といたします。 

 

 

休憩    １４時０９分 

再開    １４時２０分 

 

 

議長  それでは、再開いたします。 

 お諮りいたします。日程第２、議案第１６号令和２年度大木町国民健康保険

特別会計予算について、日程第３、議案第１７号令和２年度大木町後期高齢者

医療特別会計予算については、それぞれ関連がございますので、一括議題とし

たいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第１６号、議案第１７号に

ついては一括議題といたします。 

 職員をして議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第１６号令和２年度大木町国民健康保険特別会計予算。 

 令和２年度大木町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８億１，
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６３３万３，０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。 

 （一時借入金）第２条地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れ最高額は５，０００万円と定める。 

 （歳出予算の流用）第３条地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定によ

り、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

 （１）保険給付の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 令和２年３月４日提出、大木町長、境公雄。 

 続きまして、議案第１７号をお願いします。 

 議案第１７号令和２年度大木町後期高齢者医療特別会計予算。 

 令和２年度大木町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９，

０５０万７，０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。 

 （一時借入金）第２条地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れ最高額は５，０００万円と定める。 

 令和２年３月４日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 
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 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第１６号令和２年度大木町国民健康保険特別会計予算について

及び議案第１７号令和２年度大木町後期高齢者医療特別会計予算についての提

案理由を申し上げます。 

 本案は、令和２年度大木町国民健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１８億１，６３３万３，０００円、前年度当初比３，４２３万７，０００

円の増として計上するものでございます。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税３億３，６００万８，０００円、県支出

金１３億６，５６２万円であり、歳出では、保険給付費１２億９，９７９万７，

０００円、国民健康保険事業費納付金４億５，９６４万円でございます。 

 次に、令和２年度大木町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億９，０５０万７，０００円、前年度当初比５６

９万円の増として計上するものでございます。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料１億２，９６５万円、繰入金５，

５０３万８，０００円であり、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金１億８，

６６８万２，０００円でございます。 

 いずれも詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議いただき

議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。詳細にわたる説明を所管

課長に求めます。田中健康課長。 

 

健康課長  議案第１６号令和２年度大木町国民健康保険特別会計予算につい
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てご説明申し上げます。 

 歳出より申し上げます。 

 １５ページ、１６ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２，４２１万４，０００円で

ございます。ソフトウエア開発委託料２５３万円、オンライン資格確認対応シ

ステム改修の予算でございます。全額補助となっております。レセプト点検委

託料２０４万円、国保連合会共同事業委託料１０７万６，０００円、委託料合

計が６１４万３，０００円でございます。 

 ２目連合会負担金１１１万１，０００円でございます。国保連合会への負担

金でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費７２万５，０００円でございます。 

 １７、１８ページをお願いします。 

 通信運搬費として郵送料５０万３，０００円、口座振替手数料２１万２，０

００円でございます。合計７１万５，０００円でございます。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費１４万１，０００円でございます。国

民健康保険運営協議会委員９名の活動に伴う経費でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費１０億９，０

００万円でございます。一般被保険者の医療給付費で、前年度比１４万４，０

００円減でございます。 

 ２目退職被保険者等療養給付費１００万円でございます。 

 ３目一般被保険者療養費１，４００万円で、４目退職被保険者等療養費１０

万円でございます。 

 １９、２０ページをお願いします。 

 ５目審査支払手数料２８３万２，０００円でございます。 
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 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費１億７，９００万円、２目退

職被保険者等高額療養費５０万円、３目一般被保険者高額介護合算療養費１０

０万円、４目退職被保険者介護合算療養費５０万円でございます。 

 ３項移送費、前年度同額で１５万円でございます。 

 ２１ページ、２２ページをお願いします。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金９６６万５，０００円でございます。

２３名分を計上しております。 

 ２目審査支払手数料５，０００円でございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費１０５万円で、３万円分を計上しております。 

 ３款国民健康保険事業費納付金４億５，９６４万円、前年度比４，８０２万

２，０００円増でございます。福岡県に納める被保険者分の納付金で、国民健

康保険税、県の特別交付金及び一般会計からの繰入金等が主な財源でございま

す。 

 １項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分３億３，３５０万１，０

００円、２目退職被保険者等医療給付費分６万４，０００円でございます。 

 ２項後期高齢者支援金等分、２３、２４ページをお願いします。 

 １目一般被保険者後期高齢者支援金等分９，１６４万円、２目退職被保険者

等後期高齢者支援金等分１万５，０００円でございます。 

 ３項１目介護納付金分３，４４２万円、４０歳から６４歳の２号被保険者分

の納付金でございます。 

 ４款１項１目共同事業拠出金５，０００円で、前年度同額でございます。 

 ６款１項保健事業費、１目保健衛生給付費４３４万７，０００円でございま

す。 

 ２５、２６ページをお願いします。 
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 １１節役務費１１９万１，０００円は、ジェネリック医薬品普及啓発及び医

療費通知等の郵送料及び電算共同処理手数料でございます。 

 ２項１目特定健康診査等事業費２，０２４万８，０００円でございます。 

 主なものといたしまして、１２節委託料５１０万４，０００円、うち特定健

診等業務委託料４７７万７，０００円は、特定健診未受診者勧奨業務でござい

ます。特別調整交付金の交付対象業務となっております。 

 １８節負担金補助及び交付金１，２３６万４，０００円、特定健診の費用で

ございます。 

 ７款１項基金積立金、１目積立金１，０００円を計上しております。 

 ８款１項公債費、１目元金１，０００円。 

 ２７ページ、２８ページをお願いします。 

 ２目利子、発生予算として１，０００円でございます。 

 ９款諸支出金３１０万２，０００円を計上しています。 

 １項償還金及び還付加算金、１目の一般被保険者保険税還付金から、２９ペ

ージ、３０ページをお願いします、９目その他償還金までは前年度同額を計上

しています。 

 特定健康診査等負担金償還金については廃止科目でございます。 

 １１款１項１目予備費、前年度と同額で３００万円を計上しております。 

 続いて、歳入の説明を申し上げます。 

 ９ページ、１０ページをお願いいたします。 

 １款１項国民健康保険税３億３，６００万８，０００円でございます。 

 １目一般被保険者国民健康保険税３億３，５００万５，０００円、２目退職

被保険者等国民健康保険税１００万３，０００円でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料１０万１，０００円で、前年度同額でご
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ざいます。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目災害臨時特例補助金１，０００円で、

発生予算でございます。 

 ２目社会保障・税番号システム整備費補助金２５３万円でございます。歳出

でご説明いたしましたオンライン資格確認対応システムを改修するソフトウエ

ア開発委託料の国庫補助１０割でございます。 

 ４款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金１３億６，５６１万

９，０００円でございます。 

 １節普通交付金１２億８，６２５万円でございます。 

 １１ページ、１２ページをお願いします。 

 ２節特別交付金７，９３６万９，０００円でございます。 

 ２項１目財政安定化基金交付金１，０００円でございます。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金は１，０００円、発

生予算でございます。 

 ６款繰入金、１項１目一般会計繰入金１億１，００５万９，０００円でござ

います。一般会計当初予算からの繰出金の歳入でございます。 

 １節保険基盤安定繰入金７，５６２万３，０００円は、保険税の軽減分でご

ざいます。 

 ２節出産育児一時金繰入金６４４万円でございます。 

 ３節財政安定化支援事業繰入金９００万円、４節職員給与費等繰入金は１，

８９９万６，０００円でございます。 

 ２項基金繰入金、１目準備基金繰入金１，０００円、発生予算でございます。 

 ７款１項１目繰越金１，０００円で発生予算でございます。 

 ８款諸収入、１項延滞金及び過料の１目一般被保険者延滞金から３項１目の
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特定健康診査等受託料まで、それぞれ１，０００円、発生予算でございます。 

 次ページ、１３ページ、１４ページをお願いします。 

 ４項雑入２０４万円、前年度同額でございます。 

 ９款１項町債及び２項財政安定化基金貸付金は、それぞれ１，０００円を計

上しております。 

 以上で国民健康保険特別会計予算に関する説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第１７号令和２年度大木町後期高齢者医療特別会計予算の

説明をいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １１ページ、１２ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１５６万円でございます。 

 主なものとして、１１節役務費１０６万５，０００円、納付書や保険証の郵

便代でございます。 

 ２項１目徴収費６万４，０００円、普通徴収等による保険料の口座振替手数

料でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金１億８，６６８万２，０００円

で、前年度比５６６万２，０００円の増でございます。後期高齢者医療広域連

合への事務費及び保険料等負担金でございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１００万円で

す。 

 １３ページ、１４ページをお願いします。 

 ２目還付加算金２０万円でございます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金１，０００円、発生予算でございます。 

 ４款１項１目予備費１００万円でございます。 
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 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 ７ページ、８ページをお願いいたします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料８，０７１万５，００

０円でございます。 

 ２目普通徴収保険料４，８９３万５，０００円でございます。 

 ２款使用料及び手数料、前年度同額で１万１，０００円でございます。 

 ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金５，５０３万８，０００円でございま

す。 

 １節事務費繰入金６５８万４，０００円でございます。 

 ２節保険基盤安定繰入金４，８４５万４，０００円でございます。 

 ４款１項１目繰越金４６０万４，０００円でございます。 

 ５款諸収入１２０万４，０００円で、前年度同額でございます。 

 以上で後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。 

 

議長  それでは、これより質疑を行います。 

 議案第１６号及び議案第１７号について、質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第１６号、議案第１７号については、第２予算審査

特別委員会に議案の審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。 
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    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、日程第２、議案第１６号令和２

年度大木町国民健康保険特別会計予算について、日程第３、議案第１７号令和

２年度大木町後期高齢者医療特別会計予算については、第２予算審査特別委員

会に付託することに決定しました。 

 日程第４、議案第１８号令和２年度大木町水道事業会計予算についてを議題

といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第１８号令和２年度大木町水道事業会計予算。 

 （総則）第１条令和２年度大木町水道事業会計の予算は次に定めるところに

よる。 

 （業務の予定量）第２条業務の予定量は次のとおりとする。 

 （１）業務量、イ、給水戸数４，４７０戸。ロ、年間総配水量１２５万７，

１６９立方メートル。ハ、１日平均配水量３，４４４立方メートル。ニ、第１

期配水管路耐震化事業の概要、配水管路耐震化工事、１路線延長２，７５７メ

ートル。 

 （２）主な建設改良工事、配水管路耐震化工事、１路線延長２，７５７メー

トル。笹渕地区配水管敷設工事、１路線延長５５０メートル。 

 （収益的収入及び支出）第３条収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと

定める。 

 収入、第１款水道事業収益２億４，２０１万１，０００円、第１項営業収益

２億２，６７０万６，０００円、第２項営業外収益１，５３０万５，０００円。 
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 支出、第１款水道事業費２億３，８１５万６，０００円、第１項営業費用２

億２，４６０万３，０００円、第２項営業外費用８５５万２，０００円、第３

項特別損失１，０００円、第４項予備費５００万円。 

 次のページをお願いします。 

 （資本的収入及び支出）第４条資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと

定める。 

 （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７，８９３万７，０００円

は、減債積立金１，４４５万円、建設改良積立金２，０００万円、過年度分損

益勘定留保資金４，４４８万７，０００円で補填するものとする）。 

 収入、第１款資本的収入２億６，８９５万７，０００円、第１項負担金８３

２万５，０００円、第２項企業債１億３，１４０万円、第３項交付金８，６２

３万２，０００円、第４項出資金４，３００万円。 

 支出、第１款資本的支出３億４，７８９万４，０００円、第１項建設改良費

５，４４９万円８，０００円、第２項企業債償還金１，４４５万円、第３項配

水管路耐震化事業費２億７，８９４万６，０００円。 

 次のページになります。 

 （企業債）第５条企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は次のとおりと定める。 

 起債の目的、第１期配水管路耐震化事業、限度額１億３，１４０万円。起債

の方法、証書借入れ。利率３．０％以内（ただし利率見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団体金融機構資金について利率の見直しを行った後にお

いては、当該見直し後の利率）。償還の方法。政府資金または地方公共団体金

融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と

協定するところによる。ただし、町財政の都合により据置き期間及び償還期限
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を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。 

 （一時借入金）第６条一時借入金の限度額は５，０００万円と定める。 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費）第７条次に掲げる

経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければなら

ない。 

 （１）職員給与費１，７９９万３，０００円。 

 次のページをお願いします。 

 （他会計からの出資金、負担金）第８条大木町水道事業の健全な運営を保つ

ため、他会計からのこの会計へ納入を受け入れる出資金及び負担金は次のとお

りとする。 

 目的、第１期配水管路耐震化事業、一般会計出資金４，３００万円、配水管

路耐震化事業に対する一般会計からの出資金。消火栓等新設修繕工事負担金２

５０万円、消火栓等の新設及び修繕に係る経費の負担金。 

 令和２年３月４日提出、大木町水道事業、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第１８号令和２年度大木町水道事業会計予算についての提案理

由を申し上げます。 

 本案の内容として、予算の基となる令和２年度大木町水道事業の業務量の予

定については、給水戸数４，４７０戸に対し、年間総排水量を前年度比１．
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１％減の１２５万７，１６９立方メートルと予定しております。また、主な建

設改良工事として、配水管路耐震化工事費、１路線延長２，７５７メートル及

び管路網整備のための配水管敷設工事、１路線延長５５０メートルをそれぞれ

計画しております。 

 収支について、まず収益的収入及び支出についてでございますが、水道事業

収益は前年度比６９万５，０００円、０．３％増の２億４，２０１万１，００

０円とし、その主なものは給水収益２億２，２４７万円でございます。 

 水道事業費は、前年度比７９２万６，０００円、３．４％増の２億３，８１

５万６，０００円とし、その主なものは原水及び浄水費９，４８９万７，００

０円、配水及び給水費６，３３７万９，０００円などでございます。 

 なお、収益的収入及び支出については、差引き３８５万５，０００円の収益

を見込んでおります。 

 次に、資本的収入及び支出についてでございますけれども、第１期配水管路

耐震化事業の進捗に応じ、資本的収入は２億６，８９５万７，０００円とし、

その主なものとして企業債１億３，１４０万円、交付金８，６２３万２，００

０円、出資金４，３００万円などでございます。 

 資本的支出は３億４，７８９万４，０００円とし、その主なものとして建設

改良費５，４４９万８，０００円、配水管路耐震化事業費２億７，８９４万６，

０００円などでございます。 

 なお、この収支により不足する額７，８９３万７，０００円については、減

災積立金１，４４５万円、建設改良積立金２，０００万円、過年度分損益勘定

留保資金４，４４８万７，０００円で補填することといたしております。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由といたします。 
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議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  それでは、議案第１８号令和２年度大木町水道事業会計予算

について説明いたします。 

 議案書並びに別冊のＡ４横長の令和２年度大木町水道事業会計当初予算の概

要、こちらのほうをお願いしたいと思います。 

 概要のほうは１ページをお開きください。 

 まず、経緯について少し触れたいと思います。 

 １の総括的事項、こちらをご覧ください。 

 本町の水道事業は、昭和５１年５月から給水を開始し、その後、水需要が大

幅に増加をする中、さらなる安定供給のために平成１６年度から５か年計画で

第１期拡張事業に着手をし、久留米市との共同配水場の建設、それから配水管

路の増強工事等々を行ってきました。 

 その後、創設時の配管が現在約４０年経過するに至りまして、老朽化等変化

を続ける水需要の分布も老朽化、それから需要の変化、そういったことが起こ

ってきておりまして、適正な給水管を確保するため、さらに前後して発生しま

した東日本大震災で水道施設が大きな被害を受けた、こちらを教訓に、平成２

７年度から量にして８路線、延長で１万６，０４５メートル、総額１６．６億

円の第１期配水管路耐震化事業、こちらをスタートさせております。現在は、

令和４年度の事業完了に向けて取組を進めているところです。 

 続きまして、当初予算概要のほうの２番です。配水給水状況、こちらについ

て説明いたします。 
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 水道用水の供給事業を実施する団体であります福岡県南広域水道企業団、こ

ちらのほうからの基本水量、これは当該量を上限として受水できるというもの

になります。この基本水量は、一応現在４月１日から運用を予定されている小

石原川ダム、こちらの本格運用に併せて、現在基本水量として本町が保有して

いる３，８００立方メートル毎１日から、４，６６０立方メートル毎１日へ変

更する予定となっております。 

 こちらによりまして、例えば異常気象の凍結によって、過去にもあったんで

すけれども、大規模な範囲で漏水を起こす、もしくは配水管の事故など、不側

の、または突発的な水需要への対応が整備がされたということで、町全域で考

えますと断水してしまうというリスクはおおむね解消されたのかと言えると思

います。 

 なお、令和２年度については、この概要書、１枚めくっていただきますと表

が載っておりますが、年間総排水量は１２５万７，１６９立方メートル、１日

平均排水量は３，４４４立方メートルを見込んでおりまして、前年度当初より

２８立方メートルの減少、率にして約０．８％の減少見込みとなっております。 

 次に、当初予算概要の３番、第１期配水管路耐震化事業の状況について説明

いたします。 

 この概要書の一番後ろに計画図を添付をいたしております。色分けしており

ますうちの赤い線、これが当年度施工分という形になります。 

 議案書のほうにも１ページの第２条（２）のところに記載をいたしておりま

す。 

 先ほど申し上げました赤線の部分については、道本地区から八丁牟田下地区

までの大川市境までの区間、工事延長で２，７５７メートルの配水管の更新を

行う予定としております。 
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 それから、主な建設改良工事として、先ほど申し上げた議案書１ページ、第

２条（２）にありますが、この耐震化事業と併せまして、複数の配水管路を接

続する、いわゆる配水管網を形成整備するという理由、目的に、事故等におい

てバックアップ体制が強化できる、そういうことを目的に配水管の敷設工事を

実施するものといたしております。そちらがこの笹渕地区配水管敷設工事、工

事延長５５０メートルというものになります。 

 次に、概要の４番、予算収支の状況について、収益的収支、それから資本的

収支の順に説明をいたします。 

 予算書の６ページ、大木町水道事業会計予算実施計画のほうも併せてご覧い

ただきたいと思います。 

 まず、収益的収支のうちの収入についてですが、これは予算書６ページで言

う１項１目に当たる給水収益、それから２項５目の中の備考の４番に当たりま

す国庫補助金、こちらを主な財源として、全体で前年度比６９万５，０００円、

０．３％増の２億４，２０１万１，０００円を見込んでいます。 

 老朽化を重ねる給水管の適正な維持と、水道料金の適正な徴収体制を堅持し

まして、給水収益の確保に努めてまいりたいと思います。 

 予算書のほうは、次の７ページになります。 

 支出のほうでは、１項１目に当たります原水及び浄水費、こちらのほうで、

福岡県南広域水道企業団からの受水費が前年度比で１，４２６万９，０００円、

約１８％増の見込みとなっています。 

 先ほど申し上げましたとおり、基本水量の見直しの結果であり、決して潤沢

ではない水道事業財政を圧迫する要因にはなりますが、今後も経費の適正執行

に努め、健全財政を維持していきます。 

 次に、資本的収支ですが、今度は予算書は９ページになります。 
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 資本的収入のほうは、全体で前年度比１，４５３万６，０００円、５．７％

増の２億６，８９５万７，０００円、支出は同じく全体で前年度比５，２０７

万９，０００円、１７．６％増の３億４，７８９万４，０００円を見込んでい

ます。 

 主な要因としては、先ほど述べました配水管路の耐震化工事、それから管路

網整備のための配水管の敷設工事、この経費の増が挙げられます。 

 それに伴って、企業債の残高が増える傾向は避けられず、持続可能な事業運

営への懸念ではありますが、一般会計と同様、起債抑制策を講じながら、事業

規模に見合った投資に留意をしていく所存であります。 

 最後に、議案書１１ページからの令和２年度大木町水道予定キャッシュフロ

ー計算書をお開きください。 

 こちらは、業務活動、投資活動、財務活動ごとに現金の増減理由を示し、期

末において現金は幾ら残っているかを表すものとなっています。 

 １２ページの一番下の部分、令和２年度末における残高が令和元年度末の見

込み額に対し４，０００万円あまり減少し、８億４，３３３万５，０００円と

なる見込みとなっています。 

 以上で、議案第１８号令和２年度大木町水道事業会計予算についての説明を

終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 
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議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第１８号については、第１予算審査特別委員会に議

案の審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、日程第４、議案第１８号令和２

年度大木町水道事業会計予算については、第１予算審査特別委員会に付託する

ことに決定しました。 

 日程第５、議案第１９号町道の路線の廃止についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第１９号町道の路線の廃止について。 

 次のとおり町道の路線を廃止することについて、道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和２年３月４日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第１９号町道の路線の廃止についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、土地改良事業により一部分のみ残された道路の用を供さなくなった

路線について廃止を行う必要があるので、道路法第１０条第３項の規定により
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議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。川村建設水道課長。 

 

建設水道課長  それでは、参考資料の２９ページ、改正条例の新旧対照表等

の２９ページをお願いします。 

 当該廃止路線は、この路線の廃止位置図のとおりとなります。 

 参考資料の次のページをお願いします。 

 この水色で示した部分になりますが、土地改良事業等により周辺の土地利用

状況が変化し、現在道路の用に供しておらず、廃止しても公益上支障がないと

認められることから、当該町道路線を廃止するため議決を求めるものです。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第１９号については、議案の審査を総務建設産業常

任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、日程第５、議案第１９号町道路

線の廃止については、総務建設産業常任委員会に付託することに決定しました。 

 日程第６、議案第２０号大木町固定資産評価審査委員会委員の選任について

を議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第２０号大木町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 次の者を大木町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同

意を求める。 

 令和２年３月４日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第２０号大木町固定資産評価審査委員会委員の選任についての

提案理由を申し上げます。 

 本案は、大木町固定資産評価審査委員会委員の菰方初美氏が令和２年３月３

１日をもって任期満了となることから、同氏を同委員に再任いたしたく、地方

税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 
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 ご審議いただき、ご同意賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由と

いたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明は提出者からなされましたので、省略いたします。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。 

 日程第６、議案第２０号大木町固定資産評価審査委員会委員の選任について、

原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 
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    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第２０号、本案については原案のと

おり同意することに決定いたしました。 

 日程第７、議案第２１号大木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  議案第２１号大木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり、大木町会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規

定により議会の議決を求める。 

 令和２年３月５日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第２１号大木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、本年４月から任用する会計年度任用職員の給与に関し、正規職員と

の均衡を図る必要があるので、この条例を制定しようとするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決
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賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。境総務課長。 

 

総務課長  議案第２１号大木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 追加しました条例案及び改正条例の新旧対照表、１ページから６ページをお

願いいたします。 

 本案は、本年４月から任用いたします会計年度任用職員の給料の額の適正化

を図る必要があるので、昨年の人事院勧告などを踏まえました大木町職員の給

与改定に準じ給料の額を改定するものでございます。 

 改正の内容としましては、会計年度任用職員の給料を規定します別表第１の

給料月額を、大木町職員の給与に関する条例に規定します職員の給料月額に準

じ改定をするものでございます。 

 なお、この条例は、令和２年４月１日から施行いたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。議案第２１号については、会議規則第３８条第３項の規

定により、委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第２１号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 日程第７、議案第２１号大木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第２１号、本案については原案のと
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おり可決されました。 

 日程第８、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 職員に議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、次の者を人権擁

護委員の候補者として推薦することについて、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 令和２年３月４日提出、大木町長、境公雄。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についての提案理由を申し上

げます。 

 本案は、人権擁護委員の二俣実枝氏の任期が本年６月３０日をもって満了す

ることから、新たに大塚京子氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

 よろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願い申し上げまして、提案

理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明は提出者からなされましたので、省略いたします。 
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 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。日程第８、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につい

ては、特に意見はないという意見とすることにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、諮問第１号人権擁護委員候補者

の推薦については、そのように町長に意見を送付します。 

 日程第９、選挙第１号大木町選挙管理委員会委員の選挙についてを議題とい

たします。 

 職員をして議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  選挙第１号大木町選挙管理委員会委員の選挙について、地方自治

法第１８２条第１項の規定により、選挙管理委員会委員４人の選挙を行うもの

とする。 
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 令和２年３月５日提出、大木町議会議長、中島和正。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の

規定により、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと

思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しま

した。 

 暫時休憩いたします。 

 

 

休憩      時  分 

再開      時  分 
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議長  それでは、再開いたします。 

 大木町選挙管理委員会委員に、田中月子氏、田中重美氏、西田正弘氏、平木

八重美氏を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました方を大木町選挙管理委員会

委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました田中月子

氏、田中重美氏、西田正弘氏、平木八重美氏が大木町選挙管理委員会委員に当

選されました。 

 日程第１０、選挙第２号大木町選挙管理委員会補充員の選挙についてを議題

といたします。 

 職員をして議案を朗読いたさせます。事務局長。 

 

事務局長  選挙第２号大木町選挙管理委員会補充員の選挙について、地方自

治法第１８２条第２項の規定により、選挙管理委員会補充員４人の選挙を行う

ものとする。 

 令和２年３月５日提出、大木町議会議長、中島和正。 

 以上でございます。 

 

議長  職員の朗読を終わります。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の



135 

規定により、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと

思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しま

した。 

 暫時休憩いたします。 

 

 

休憩      時  分 

再開      時  分 

 

 

議長  それでは、再開いたします。 

 大木町選挙管理委員会補充員に、川村博文氏、堤 賢哲氏、廣松絹子氏、堀

田正弘氏を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました方を大木町選挙管理委員会
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補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました川村博文

氏、堤 賢哲氏、廣松絹子氏、堀田正弘氏が大木町選挙管理委員会補充員に当

選されました。 

 次に、補充の順序についてお諮りいたします。補充の順序は、ただいま議長

が指名しました順序にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、補充の順序は、ただいま議長が

指名しました順序に決定いたしました。 

 お諮りいたします。本日の会議はこれにて延会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、本日はこれにて延会することに

決定しました。 

 本日はこれにて延会します。次回は３月１８日午前９時３０分にお願いいた

します。お疲れさまでした。 
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延会    １５時１５分 


